
～ 外国法令紹介 ～

カンボジア

民法関連の不動産登記に関する共同省令，

民事訴訟法関連の不動産登記に関する共同省令

（２の２）

国際協力部教官

内　山　　　淳

はじめに

　前々号掲載の「カンボジア現地セミナー（不動産登記共同省令）」では，カンボジ

アの民法関連の不動産登記に関する共同省令及び民事訴訟法関連の不動産登記に関す

る共同省令について，それらの概要を説明したが，その際，個別に取り上げていない

条文もあったことから，改めて上記各省令の全文（日本語訳）1 を掲載して紹介する。

　なお，本号では，前号の「民法関連の不動産登記に関する共同省令」に引き続き，「民

事訴訟法関連の不動産登記に関する共同省令」（別紙につき，一部割愛）を掲載する。

1 日本語訳は仮訳。本稿執筆時において改正情報には接していないが，各省令の内容は，各省令

記載の日時現在のもの。なお，本号に掲載する「民事訴訟法関連の不動産登記に関する共同省令」

には，「別紙」として，嘱託書の書式等が含まれるところ，この「別紙」についても，条文自体

と併せて，当部ホームページ http://www.moj.go.jp/housouken/houso_icd.html に掲載。
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プ
ノ

ン
ペ

ン
、

20
11

年
5
月

3
日

 
国
土

省
・
司

法
省

 
N

o.
59

 
PK

. L
M

U
PC

/1
1 

 
民

事
訴
訟

法
に
関

す
る
不

動
産
登

記
共
同

省
令

 
国

土
省

・
司
法

省
 

（
公
布

令
省
略

）
 

第
1
章

 
通
則

 
第

1
条
：

本
省

令
の

目
的

 
本

省
令
の

目
的
は

、
民

事
訴

訟
法
に

基
づ
く

適
切
な

不
動
産

登
記
の

効
率
性

を
確
保

す
る
こ

と
で
あ

る
。 

 第
2
条
：

 本
省
令

の
趣
旨

 
1 

本
省
令

は
、
裁
判

所
書
記

官
が
管

轄
登
記

機
関
に

対
し
て

行
う
民

事
訴
訟

法
に
基

づ
く
差

押
、
移

転
、

抹
消

、
仮
差

押
、
仮

処
分
の

各
登
記

の
嘱
託

手
続
及

び
こ
れ

ら
の
登

記
手
続

を
規
定

す
る
。

 
2 

本
省
令

は
、
民

事
訴
訟

法
52

9 
条

に
基
づ

く
判
決

、
決
定

、
も
し

く
は
和

解
又

は
請

求
の

認
諾
を

債

務
名

義
と
す

る
登
記

手
続
に

つ
い
て

も
規
定

す
る
。

 
 第

3
条
：

本
省

令
の

適
用
範

囲
 

本
省

令
は

、
土

地
登

記
簿

に
登

記
さ

れ
、

土
地

所
有

権
権

利
証

が
発

行
さ

れ
た

土
地

に
つ

い
て

適
用

す

る
。

 
本

省
令

は
、

不
動

産
登

記
簿

に
登

記
さ

れ
、

不
動

産
占

有
証

明
書

ま
た

は
不

動
産

占
有

使
用

権
証

明
書

が
発

行
さ
れ

た
土
地

に
つ
い

て
も
準

用
す
る

。
 

 第
4
条
：

管
轄

登
記

機
関

 
本

省
令
に

お
い
て

、
管
轄

権
の
あ

る
登
記

機
関
は

、
次
に

規
定
す

る
地
籍

局
と
す

る
。

 
・

第
2 

条
1 

項
（

目
的

）
に
関

す
る
登

記
に
つ

い
て
は

、
裁
判

所
書
記

官
は
、

首
都
／

州
の
地

籍

局
に
対

し
、
申

請
書
を

提
出
す

る
。

 
・

第
2 

条
2 

項
（

目
的
）

に
関
す

る
登
記

に
つ
い

て
は
、

勝
訴
当

事
者
、

又
は
和

解
調
書

又
は
請

求
認
諾

調
書
の

送
達
を

受
け
た

当
事
者

は
、
登
記

さ
れ
る

べ
き
不

動
産
が

存
在
す

る
市
／

地
方
／

地

区
、
首

都
／
州

又
は
中

央
レ
ベ

ル
の
地

籍
局
に

対
し
て

申
請
書

を
提
出

す
る
。

 
 

第
2
章

 
裁

判
所
書

記
官
の

嘱
託
書

に
よ
る

登
記

 
 

第
1
節

 

嘱
託

書
に
よ

る
書
式

及
び
添

付
書
面

 
 第

5
条
：

嘱
託

書
の

書
式

 
裁

判
官

書
記

官
が

管
轄

登
記

機
関

に
提

出
す

べ
き

登
記

嘱
託

書
は

、
カ

ン
ボ

ジ
ア

王
国

の
標

語
、

裁
判

所
の

名
前

、
登

記
嘱

託
書

の
番

号
、

裁
判

所
書

記
官

の
名

前
、

日
付

、
及

び
裁

判
所

書
記

官
の

署
名

、
押

印
が

記
載

さ
れ

た
書

面
に

よ
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
加

え
て

、
本

省
令

第
二

章
（

裁
判

所
書

記
官

の
嘱

託
に

よ
る
登

記
）
第

2 
節

（
登

記
嘱
託

書
の
種

類
）
に

規
定
さ

れ
る
嘱

託
書
に

は
、
添

付
の
登

記
嘱
託

書

の
種

類
ご

と
の

記
載

例
に

示
さ

れ
て

い
る

よ
う

に
、

嘱
託

書
の

種
類

に
従

い
特

定
の

事
項

が
記

載
さ

れ
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
 第

6
条
：

嘱
託

書
の

添
付
書

類
 

裁
判

所
書

記
者

は
管

轄
登

記
機

関
に

嘱
託

書
を

送
付

す
る

場
合

に
は

、
裁

判
所

書
記

官
は

、
本

省
令

第

二
章

（
裁
判

所
書
記

官
の
嘱

託
に
よ

る
登
記

）
第

2 
節

（
登
記

嘱
託
書

の
種
類

）
に
規

定
さ
れ

る
嘱
託

書

の
種

類
に
従

い
必
要

な
書
類

を
添
付

す
る
。

 
 

第
2
節

 
登
記

嘱
託
書

の
種
類

 
 

第
1 

款
 

不
動
産

強
制
執

行
に
関

す
る
登

記
 

 
第

7
条
：

民
事

訴
訟

法
第

42
0 

条
、
第

42
4 

条
、
及

び
第

42
5 

条
に
基

づ
く

不
動
産

差
押
登

記
嘱
託

書
 

執
行

裁
判

所
が

、
債

権
者

に
よ

る
不

動
産

強
制

執
行

の
申

立
て

に
基

づ
き

、
強

制
売

却
開

始
決

定
を

し

た
と

き
は
、

裁
判
所

書
記
官

は
、
管

轄
登
記

機
関
に

不
動
産

差
押
登

記
を
嘱

託
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
強

制
売

却
開

始
決

定
が

な
さ

れ
た

も
の

の
、

同
一

不
動

産
に

対
し

て
新

た
に

不
動

産
執

行
の

申
立

て
が

な
さ

れ
、
こ
れ

を
認
め

る
場
合

は
、
執

行
裁

判
所
は

、
さ

ら
に

強
制
売

却
開
始

決
定
を

す
る
も

の
と
し
（

二

重
開

始
決
定

）、
裁

判
所
書

記
官
は

管
轄
登

記
機
関

に
不
動

産
差
押

登
記
の

嘱
託
を

行
わ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
第

7 
条
（

不
動
産

差
押
登

記
嘱
託

書
）《

本
条

》
第

1 
項

2 
項

に
規
定

す
る
登

記
の
場

合
に
は

、
第

5 
条

（
嘱

託
書
の

書
式
）

第
2 

文
に

よ
り

、
登

記
嘱

託
書
に

次
の
事

項
を
追

加
し

て
記

載
す

る
。

 
主
題

（
不
動

産
の
所

有
権
、

永
借
権

又
は
用

益
権
の

差
押
登

記
嘱
託

と
の
内

容
を
記

載
す
る

）
 

ａ
 不

動
産

の
特
定

（
区
画

番
号
又

は
証
書

番
号
及

び
所
在

）
 

ｂ
 不

動
産

の
所
有

権
者
、

永
借
権

者
又
は

用
益
権

者
の
名

前
（
住

所
）

 
ｃ

 登
記
の

目
的
（
“

a”
の
不

動
産

上
の
所

有
権
、

永
借
権

又
は
用

益
権
の

不
動
産

差
押
）

 
ｄ

 原
因
（

強
制
売

却
開
始

決
定
、

事
件
番

号
及
び

日
付
、

並
び
に

裁
判
所

の
名
前

）
 

ｅ
 執

行
債

権
者
の

名
前
（

住
所
）
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ｆ
 執

行
債

務
者
の

名
前
（

住
所
）

 
加

え
て
、

強
制
売

却
開
始

決
定
の

正
本
を

添
付
す

る
。

 
 第

8
条
：

民
事

訴
訟

法
42

8 
条
に

基
づ
く

不
動
産

差
押
登

記
の
抹

消
の
登

記
嘱
託

書
 

 
強

制
売

却
の

申
立

て
が

取
り

下
げ

ら
れ

た
と

き
、

又
は

当
該

不
動

産
の

強
制

売
却

手
続

を
取

り
消

す
決

定
が

効
力

を
生

じ
た

と
き

は
、

裁
判

所
書

記
官

は
、

管
轄

登
記

機
関

に
対

し
て

不
動

産
差

押
登

記
の

抹
消

の
嘱

託
を
し

、
そ

の
嘱

託
書
に

は
第

5 
条
（

嘱
託
書

の
書
式

）
第

2 
文

に
よ

り
、
次

の
事

項
を
追

加
し

て

記
載

す
る
。

 
主

題
：

 （
差

押
登
記

抹
消
登

記
嘱
託

と
の
内

容
を
記

載
す
る

）
 

ａ
 不

動
産
の

特
定
（

区
画
番

号
又
は

証
書
番

号
及
び

所
在
）

 
ｂ

 不
動

産
の

所
有
権

者
、
永

借
権
者

又
は
用

益
権
者

の
名
前

（
住
所

）
 

ｃ
 登

記
の
目

的
（
“

a”
の

不
動

産
上

の
所
有

権
、
永

借
権
又

は
用
益

権
の
不

動
産
差

押
登
記

の
抹
消

） 
ｄ

 原
因
（

強
制

売
却
申

立
て
の

取
り
下

げ
及
び

日
付
、
も

し
く
は

強
制
売

却
手
続
（

事
件

番
号
及

び

日
付
）

の
取
消

、
取
消

決
定
の

効
力
発

生
日
、

及
び
裁

判
所
の

名
前
）

 
ｅ

 執
行

債
権

者
の
名

前
（
住

所
）

 
ｆ

 執
行

債
務

者
の
名

前
（
住

所
）

 
 

添
付
書

類
：

 
1 

強
制
売

却
の
申

立
て
が

取
り
下

げ
ら
れ

た
と
き

 
ａ

 書
面

で
取

り
下
げ

が
な
さ

れ
た
と

き
は
、
裁
判

所
書
記

官
は
、
裁

判
所
書

記
官
が

原
本
正

写
の
証

明
を
付

し
た
申

立
書
の

写
し
を

添
付
す

る
。

 
ｂ

 口
頭

で
取

り
下
げ

が
な
さ

れ
た
と

き
は
、
裁
判

所
書
記

官
は
、
取

下
調
書

の
正
本

を
添
付

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

2 
強

制
売

却
の
取

消
決
定

の
効
力

が
生
じ

た
と
き

 
ａ

 第
37

0 
条

（
強

制
執
行

の
停
止

及
び
取

消
）
第

1 
項

に
基
づ

く
取
消

に
つ
い

て
は
、

裁
判
所

書

記
官

は
、

取
消

決
定

書
の

正
本

を
添

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
《
「

裁
判

所
書

記
官

が
確

定
の

証
明

を
付
し

た
」
と

の
表
現

は
オ
リ

ジ
ナ
ル

に
も
な

し
》

 
ｂ

 第
37

5 
条

（
予

納
）
第

2 
項

に
基
づ

く
取
消

し
に
つ

い
て
は

、
裁
判

所
書
記

官
は
、

裁
判
所

書

記
官
が

確
定
の

証
明
を

付
し
た

取
消
決

定
書
の

正
本
を

添
付
す

る
。

 
ｃ

 第
42

7 
条

（
不

動
産
の

滅
失
毀

損
に
よ

る
強
制

売
却
手

続
の
取

消
）
第

2 
項

に
基
づ

く
取
消

し

に
つ

い
て

は
、

裁
判

所
書

記
官

は
、

裁
判

所
書

記
官

が
確

定
の

証
明

を
付

し
た

取
消

決
定

書
の

正
本

を
添
付

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

ｄ
 第

43
5 

条
（

無
剰
余

の
お

そ
れ

が
あ
る

場
合
の

措
置
）
第

2 
項
に

基
づ
く

取
消
し

に
つ
い

て
は
、

裁
判

所
書

記
官

は
、

裁
判

所
書

記
官

が
確

定
の

証
明

を
付

し
た

取
消

決
定

書
の

正
本

を
添

付
し

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

ｅ
 第

44
3 

条
（
超

過
売
却

と
な
る

場
合
の

措
置
）

第
4 

項
に
基

づ
く
取

消
し
に

つ
い
て

は
、
裁

判

所
書

記
官

は
、

裁
判

所
書

記
官

が
確

定
の

証
明

を
付

し
た

取
消

決
定

書
の

正
本

を
添

付
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

 
 第

9
条
：

 民
事

訴
訟

法
44

8 
条

に
基
づ

く
強
制

売
却
に

よ
る
所

有
権
、
永

借
権
又

は
用
益

権
の
移

転
に
関

す
る

登
記
嘱

託
書

 
買

受
人

が
代

金
を

納
付

し
た

と
き

は
、

裁
判

所
書

記
官

は
、

管
轄

登
記

機
関

に
対

し
、

買
受

人
の

取
得

し
た

所
有

権
、

永
借

権
又

は
用

益
権

の
移

転
の

登
記

及
び

抹
消

登
記

を
以

下
の

方
法

に
よ

り
嘱

託
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

 
1-

 買
受
人

の
取
得

し
た
所

有
権

、
永
借

権
又

は
用

益
権

の
移
転

登
記
の

嘱
託

 
2-

 売
却

に
よ

り
消
滅

し
た

権
利

又
は

売
却

に
よ

り
効

力
を
失

っ
た

権
利
の

取
得

に
か

か
る

登
記

の
抹

消
の
嘱

託
 

3-
 売

却
に

よ
り
消

滅
し
た

仮
処
分

の
抹
消

登
記
の

嘱
託

 
4-

 差
押
又

は
仮
差

押
の
抹

消
登
記

の
嘱
託

 
 
第

5
条
（

嘱
託
書

の
書
式

）
第

2 
文

に
よ

り
、
嘱

託
書
の

書
式
に

は
次
の

事
項
を

追
加
し

て
記
載

す
る
。

 
主

題
（

買
受

人
の

取
得

し
た

不
動

産
の

所
有

権
、

永
借

権
又

は
用

益
権

の
移

転
登

記
、

売
却

に
よ

り

消
滅

し
た

権
利

又
は

売
却

に
よ

り
効

力
を

失
っ

た
権

利
の

取
得

に
か

か
る

登
記

の
抹

消
、

仮
処

分
の

抹
消
登

記
、
差

押
又
は

仮
差
押

の
抹
消

登
記
と

の
内
容

を
記
載

）
 

ａ
 不

動
産
の

特
定
（

区
画
番

号
又
は

証
書
番

号
及
び

所
在
）

 
ｂ

 不
動

産
の

所
有
権

者
、
永

借
権
者

又
は
用

益
権
者

の
名
前

（
住
所

）
 

ｃ
 登

記
の
目

的
：

 
  
‐

強
制

売
却

に
よ
る

買
受
人

（
氏
名

）
へ
の

不
動
産

の
所
有

権
、
永

借
権
又

は
用
益

権
の
移

転
 

  
‐
“

a”
の

不
動
産

に
関
す

る
売
却

に
よ
り

消
滅
し

た
権
利

又
は
売

却
に
よ

り
効
力

を
失
っ

た
権
利

の
取
得

に
か
か

る
登
記

の
抹
消

 
  
‐

“
a”

《
の
不

動
産
》

に
関
す

る
登
記

売
却
に

よ
り
効

力
を
失

っ
た
仮

処
分
の

抹
消
登

記
 

  
‐

項
目

“
a”

《
の

不
動

産
》
に

関
す
る

差
押
又

は
仮
差

押
の
抹

消
登
記

 
ｄ

 理
由

 ：
 

  
‐

 
 

裁
判

所
に
よ

る
  
年

  
月

  
日

付
け
売

却
許
可

決
定
、

裁
判
所

の
名
前

 
  
‐

 
 

買
受

人
が

  
年
 

 
月
 

 
日
裁

判
所
に

代
金
を

納
付

 
ｅ

 執
行

債
権

者
の
名

前
（
住

所
）

 
ｆ

 執
行

債
務

者
の
名

前
（
住

所
）

 
ｇ

 買
受

人
の

特
定
（

生
年
月

日
及
び

出
生
地

、
父
母

の
名
前

、
買
受

人
の
住

所
）

 
 添

付
書

類
：

 
‐

売
却

許
可
決

定
の
正

本
 

‐
買
受

人
の
Ｉ

Ｄ
カ
ー

ド
又
は

パ
ス
ポ

ー
ト
の

写
し

 
‐

買
受

人
が
執

行
裁
判

所
に
対

し
て
代

金
を
納

付
し
た

こ
と
の

証
明
書

の
正
本
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第

2
款

 
不

動
産

に
対
す

る
担
保

権
の
実

行
に
関

す
る
登

記
 

 
第

10
条

：
民
事

訴
訟
法

第
42

0 
条

、
51

1 
条
、

51
2 

条
に

基
づ

く
担
保

権
の
実

行
に
よ

る
不
動

産
登
記

差
押

嘱
託
書

 
執

行
裁

判
所

が
、

債
権

者
に

よ
る

不
動

産
担

保
権

実
行

の
申

立
て

に
よ

り
強

制
売

却
開

始
の

決
定

を
し

た
と

き
は

、
裁

判
所

書
記

官
は

、
管

轄
登

記
機

関
に

対
し

て
、

担
保

権
の

実
行

に
よ

る
差

押
登

記
の

嘱
託

を
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
強

制
売

却
開

始
決

定
が

な
さ

れ
た

も
の

の
、

同
一

不
動

産
に

対
し

て
新

た
に

担
保

権
実

行
に

よ
る

強
制

売
却

開
始

の
申

立
て

が
な

さ
れ

、
こ

れ
を

認
め

る
場

合
は

、
執

行
裁

判
所

は
、

さ
ら

に
強

制
売

却
開

始
決

定
を

す
る
も

の
と
し

（
二
重

開
始
決

定
）、

裁
判

所
書
記

官
は
、

管
轄
登

記
機

関
に

対
し

、
担
保

権
の
実

行

に
よ

る
不
動

産
差
押

え
の
登

記
を
嘱

託
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
第

10
条
（

不
動
産

差
押
登

記
嘱
託

書
）《

本
条
》
第

1 
項

2 
項
に

規
定
す

る
登
記

の
場
合

に
は
、
第

5 
条
（

嘱
託
書

の
書
式

）
第

2 
文

に
よ
り

、
登
記

嘱
託
書

に
次
の

事
項
を

追
加
し

て
記
載

す
る
。

 
主

題
（

担
保

権
の

実
行

に
よ

る
不

動
産

の
所

有
権

、
永

借
権

又
は

用
益

権
の

差
押

登
記

の
嘱

託
と

の

内
容
を

記
載
）

 
ａ

 不
動

産
の

特
定
（

区
画
番

号
又
は

証
書
番

号
及
び

所
在
）

 
ｂ

 不
動

産
の

所
有
権

者
、
永

借
権
者

又
は
用

益
権
者

の
名
前

（
住
所

）
 

ｃ
 登

記
の
目

的
（
“

a“
の
不

動
産
上

の
所
有

権
、
永

借
権
又

は
用
益

権
に
対

す
る
差

押
）

 
ｄ

 原
因

（
強

制
売
却

開
始
決

定
（
事

件
番
号

、
日
付

）
及
び

裁
判
所

の
名
前

）
 

ｅ
 執

行
債
権

者
の
名

前
（
住

所
）

 
ｆ

 執
行

債
務

者
の
名

前
（
住

所
）

 
加

え
て
、

強
制
売

却
開
始

決
定
の

正
本
を

添
付
す

る
。

 
 第

11
条
：
民
事

訴
訟
法

42
8 

条
に

基
づ
く

担
保
権

の
実
行

に
よ
る

不
動
産

差
押
登

記
の
抹

消
登
記

嘱
託
書

 
 

担
保

権
の

実
行

の
申

立
て

が
取

り
下

げ
ら

れ
た

と
き

、
又

は
担

保
権

実
行

に
よ

り
当

該
不

動
産

差
押

え

に
か

か
る

強
制

売
却

の
手

続
を

取
り

消
す

決
定

が
効

力
を

生
じ

た
と

き
は

、
裁

判
所

書
記

官
は

、
管

轄
登

記
機

関
に
対

し
て
不

動
産
差

押
登
記

の
抹
消

の
嘱
託

を
し
、《

嘱
託

書
に

》
第

5 
条
（

嘱
託

書
の
書

式
）
第

2 
文

に
よ
り

、
次
の

事
項
を

追
加
し

て
記
載

す
る
。

 
主

題
：

 （
担

保
権
実

行
に
よ

る
不
動

産
差
押

登
記
の

抹
消
登

記
の
嘱

託
と
の

内
容
を

記
載
す

る
）

 
ａ

 不
動

産
の

特
定
（

区
画
番

号
又
は

証
書
番

号
及
び

所
在
）

 
ｂ

 不
動

産
の

所
有
権

者
、
永

借
権
者

又
は
用

益
権
者

の
名
前

（
住
所

）
 

ｃ
 登

記
の
目

的
（

 “
a”

 の
不

動
産
上

の
所
有

権
、
永

借
権
又

は
用
益

権
の
差

押
登
記

の
抹
消

）
 

ｄ
 原

因
（

担
保

権
行
使

の
申
立

て
の
取

り
下
げ

及
び
そ

の
日
付

、
ま

た
は

強
制
売

却
手
続
（

事
件

番

号
及
び

日
付
）
、

取
消

決
定
の

効
力
発

生
日
並

び
に
裁

判
所
の

名
前
）

 

ｅ
 執

行
債
権

者
の
名

前
（
住

所
）

 
ｆ

 執
行

債
務

者
の
名

前
（
住

所
）

 
 

添
付
書

類
：

 
1 

不
動
産

の
担
保

権
実
行

の
申
立

て
が
取

り
下
げ

ら
れ
た

と
き

 
ａ

 書
面

で
取

り
下
げ

ら
れ
た

と
き
は

、
裁

判
所
書

記
官
は

、
裁

判
所

書
記
官

が
原
本

正
写
の

証
明
を

付
し
た

申
立
書

の
写
し

を
添
付

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

ｂ
 口

頭
で
取

り
下
げ

ら
れ
た

と
き
は

、
裁
判

所
書
記

官
は
取

下
調
書

の
正
本

を
添
付

す
る
。

 
2 

強
制
売

却
の
取

消
決
定

の
効
力

が
生
じ

た
と
き

 
ａ

 第
49

8 
条
（
担

保
実
行

の
停
止

及
び
取

消
）

1 
項
に

基
づ
く

取
消
に

つ
い
て

は
、
裁
判

所
書
記

官

は
、

取
消

決
定

書
の

正
本

を
添

付
す

る
。
《
「

裁
判

所
書

記
官

が
確

定
の

証
明

を
付

し
た

」
と

の
表

現

は
オ
リ

ジ
ナ
ル

に
も
な

し
》

 
ｂ

 第
37

5 
条

（
予

納
）
第

2 
項

に
基
づ

く
取
消

に
つ
い

て
は
、

裁
判
所

書
記
官

は
、
裁

判
所
書

記

官
が
確

定
の
証

明
を
付

し
た
取

消
決
定

書
の
正

本
を
添

付
す
る

。
 

ｃ
 第

42
7 

条
（
不

動
産
の

滅
失
毀

損
に
よ

る
強
制

売
却
手

続
の
取

消
）
第

2 
項

に
基
づ

く
取
消

に

つ
い

て
は

、
裁

判
所

書
記

官
は

、
裁

判
所

書
記

官
が

確
定

の
証

明
を

付
し

た
取

消
決

定
書

の
正

本
を

添
付
す

る
。

 
ｄ

 第
43

5 
条

（
無

剰
余
の

お
そ
れ

が
あ
る

場
合
の

措
置
）

第
2 

項
に
基

づ
く
取

消
に
つ

い
て
は

、

裁
判
所

書
記
官

は
、
裁

判
所
書

記
官
が

確
定
の

証
明
を

付
し
た

取
消
決

定
書
の

正
本
を

添
付
す

る
。

 
ｅ

 第
44

3 
条

（
超

過
売
却

と
な
る

場
合
の

措
置
）

第
4 

項
に
基

づ
く
取

消
し
に

つ
い
て

は
、
裁

判

所
書
記

官
は
、

裁
判
所

書
記
官

が
確
定

の
証
明

を
付
し

た
取
消

決
定
書

の
正
本

を
添
付

す
る
。

 
 第

12
条
：

 民
事
訴

訟
法

44
8 

条
に
基

づ
く

担
保

権
実
行

に
よ
る

所
有
権

、
永
借

権
又

は
用

益
権

の
移
転

登
記

嘱
託
書

 
 

買
受

人
に

よ
る

代
金

納
付

し
た

と
き

は
、

裁
判

所
書

記
官

は
、

管
轄

登
記

機
関

に
対

し
て

、
買

受
人

に

よ
っ

て
取

得
さ

れ
た

所
有

権
、

永
借

権
又

は
用

益
権

の
移

転
及

び
登

記
の

抹
消

を
嘱

託
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
買

受
人

が
担

保
権

行
使

の
対

象
と

な
っ

た
目

的
物

の
権

利
の

担
保

提
供

者
で

あ
る

場
合

に
は

、
所
有

権
、
永

借
権
又

は
用
益

権
の
移

転
登
記

の
嘱
託

を
要
し

な
い
。

 
権

利
の
移

転
登
記

お
よ
び

抹
消
登

記
の
た

め
の
嘱

託
事
項

は
次
の

と
お
り

で
あ
る

。
 

1-
 買

受
人

に
よ
っ

て
取
得

さ
れ
た

所
有
権

、
永
借

権
又
は

用
益
権

の
移
転

登
記
の

嘱
託

 
2-

 売
却

に
よ

り
消
滅

し
た

権
利

又
は

売
却

に
よ

り
効

力
を
失

っ
た

権
利
の

取
得

に
か

か
る

登
記

の
抹

消
の
嘱

託
 

3-
 売

却
に

よ
り
効

力
を
失

っ
た
仮

処
分
登

記
の
抹

消
登
記

の
嘱
託

 
4-

 差
押
え

又
は
仮

差
押

の
登

記
の

抹
消
の

嘱
託

 
第

５
条
（

嘱
託

書
の
書

式
）
第

2 
文
に

よ
り
、
嘱

託
書

の
書
式

に
は
次

の
事
項

を
追
加

し
て
記

載
す
る

。
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主
題
（
買

受
人
に

よ
り
取

得
さ
れ

た
所
有

権
、
永

借
権

又
は
用

益
権
の

移
転
登

記
、
売
却

に
よ
り

消

滅
し
た

権
利
又

は
売
却

に
よ
り

効
力
を

失
っ
た

権
利
の

取
得
に

か
か
る

登
記
の

抹
消
、
売

却
に
よ

り

効
力
を

失
っ
た

仮
処
分

登
記
の

抹
消
、

差
押
又

は
仮
差

押
登
記

の
抹
消

と
の
内

容
を
記

載
す
る

）
 

ａ
 不

動
産

の
特
定

（
区
画

番
号
又

は
証
書

番
号
及

び
所
在

）
 

ｂ
 不

動
産

の
所
有

権
者
、

永
借
権

者
又
は

用
益
権

者
の
名

前
（
住

所
）

 
ｃ

 登
記
の

目
的

 ：
 

‐
強
制

売
却
に

よ
る
買

受
人
（

氏
名
）

へ
の
不

動
産
の

所
有
権

、
永
借

権
又
は

用
益
権

の
移
転

 
  
‐
“

a”
《
の

不
動
産

》
に

関
す

る
売

却
に

よ
り
消

滅
し

た
権
利

又
は
売

却
に
よ

り
効
力

を
失
っ

た

権
利
の

取
得
に

か
か
る

登
記
の

抹
消

 
  
‐

“
a”

《
の

不
動
産

》
に
関

す
る
売

却
に
よ

り
効
力

を
失
っ

た
仮
処

分
の
抹

消
登
記

 
  
‐

“
a”

《
の

不
動
産

》
に
関

す
る
差

押
又
は

仮
差
押

の
抹
消

登
記

 
ｄ

 理
由

 ：
 

  
‐

売
却

許
可

決
定
（

事
件
番

号
及
び

日
付
）
、

裁
判
所
の

名
前

 
  
‐

 
 

買
受

人
が
裁

判
所
に

代
金
を

納
付
（

日
付
）

 
ｅ

 執
行
債

権
者
の

名
前
（

住
所
）

 
ｆ

 執
行
債

務
者
の

名
前
（

住
所
）

 
ｇ

 買
受
人

の
特
定

（
生
年

月
日
及

び
出
生

地
、
父

母
の
名

前
、
買

受
人
の

住
所
）

 
 添

付
書

類
：

 
‐

売
却

許
可
決

定
の
正

本
 

‐
買
受

人
の
Ｉ

Ｄ
カ
ー

ド
又
は

パ
ス
ポ

ー
ト
の

写
し

 
‐

買
受

人
が
執

行
裁
判

所
に
対

し
て
代

金
を
納

付
し
た

こ
と
の

証
明
書

の
正
本

 
 

第
３

款
 

抵
当

権
そ
の

他
の
担

保
権
に

よ
っ
て

担
保
さ

れ
た
債

権
の
強

制
売
却

に
関
す

る
登
記

 
 第

13
条
：
民
事

訴
訟

法
第

40
3 

条
10

 項
に

基
づ

く
抵
当

権
、
も

し
く
は

そ
の
他

の
担
保

権
に
よ

っ
て
担

保
さ

れ
た
債

権
の
差

押
登
記

に
関
す

る
嘱
託

書
 

抵
当

権
又

は
そ

の
他

の
権

利
に

よ
っ

て
担

保
さ

れ
た

債
権

に
対

す
る

差
押

決
定

が
効

力
を

生
じ

た
と

き
、

裁
判

所
書

記
官

は
、

執
行

債
権

者
の

申
立

て
に

基
づ

き
、

管
轄

登
記

機
関

に
対

し
て

、
債

権
が

差
し

押
さ

え
ら

れ
た
事

実
の
登

記
を
嘱

託
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
第

1 
項

に
規

定
す
る

執
行
債

権
者
の

申
立
て

は
、
次

の
事
項

を
含
ま

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
-申

立
て

の
主
題

 
-差

押
決

定
が
な

さ
れ
た

請
求
権

の
特
定

（
必
要

に
応
じ

）
 

- 執
行

債
権

者
、

担
保

権
の

対
象

と
な

っ
た

不
動

産
の

所
有

者
、

執
行

債
務

者
及

び
第

三
債

務
者

の

特
定

 

-担
保
権

の
対
象

と
な
っ

た
不
動

産
の
特

定
 

-担
保
権

及
び
被

担
保
債

権
の
特

定
 

-執
行
債

権
者
か

ら
執
行

債
務
者

に
対
し

て
要
求

さ
れ
る

請
求
権

の
特
定

 
第

５
条
（

嘱
託

書
の
書

式
）
第

2 
文
に

よ
り
、
嘱

託
書

の
書
式

に
は
次

の
事
項

を
追
加

し
て
記

載
す
る

。
 

主
題
（
抵

当
権
又

は
そ
の

他
の
担

保
権
に

よ
っ
て

担
保
さ

れ
た
債

権
の
差

押
登
記

の
嘱
託

と
の

内
容

を
 

記
載
す

る
）

 
ａ

 不
動
産

の
特
定

（
区
画

番
号
又

は
証
書

番
号
及

び
所
在

）
 

ｂ
 不

動
産

の
所
有

権
者
、

永
借
権

者
又
は

用
益
権

者
の
名

前
（
住

所
）

 
ｃ

 登
記

の
目

的
（
“

a”
の
不

動
産

上
の

抵
当

権
ま

た
は

そ
の

他
の

担
保

権
に

よ
っ

て
担

保
さ

れ
た

債
権
の

差
押
え

）
 

ｄ
 原

因
（

差
押
決

定
（
事

件
番
号

、
日
付

）
、

裁
判
所
の

名
前
及

び
効
力

を
生
じ

た
日
付

）
 

ｅ
 執

行
債

権
者
の

名
前
（

住
所
）

 
ｆ

 執
行
債

務
者
の

名
前
（

住
所
）

 
ｇ

 第
三
債

務
者
の

名
前
（

住
所
）

 
ｈ

 担
保
権

及
び
被

担
保
権

の
特
定

 
添

付
書

類
：

 
裁

判
所

書
記
官

に
よ
り

効
力
を

生
じ
た

日
付
が

明
記
さ

れ
た
差

押
決
定

の
正
本

 
上

記
差

押
え
は

第
三
債

務
者
に

送
達
さ

れ
た
と

き
に
効

力
を
生

じ
る
。

 
裁

判
所

書
記
官

が
原
本

正
写
の

証
明
を

付
し
た

執
行
債

権
者
の

申
立
書

の
写
し

 
 第

14
 条

：
民
事

訴
訟
法

 4
08

 条
、

41
0 

条
、

41
1 

条
に

基
づ
く

債
権
の

差
押
登

記
の
抹

消
登
記

嘱
託
書

 
抹

消
登

記
嘱

託
の

申
請

が
な

さ
れ

た
場

合
、

裁
判

所
書

記
官

は
、

次
の

い
か

な
る

場
合

に
お

い
て

も
、

債
権

差
押
登

記
の
抹

消
登
記

嘱
託
を

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

-債
権
に

対
す
る

執
行
申

立
て
が

取
り
下

げ
ら
れ

た
と
き

 
-債

権
執

行
手
続

を
取
り

消
す
決

定
が
効

力
を
生

じ
た
と

き
 

-執
行

裁
判

所
が

、
執

行
債

権
者

か
ら

、
第

三
債

務
者

の
弁

済
を

受
け

た
旨

の
通

知
を

受
理

し
た

と

き
、
又

は
、

 
-執

行
裁

判
所

が
、

第
三

債
務

者
か

ら
、

事
件

、
執

行
債

権
者

及
び

執
行

債
務

者
の

名
前

、
供

託
事

由
、
供

託
金
の

総
額
を

特
定
し

て
、
金

銭
等
を

供
託
し

た
旨
の

通
知
を

受
理
し

た
と
き

 
第

５
条
（

嘱
託
書

の
書
式

）
第

2 
文

に
よ
り

、
嘱

託
書

の
書
式

に
は
、

抹
消
登

記
の
嘱

託
に
関

す
る
次

の
事

項
を
追

加
し
て

記
載
す

る
。

 
主

題
（
抵

当
権
そ

の
他
の

担
保
権

に
よ

っ
て

担
保
さ

れ
た
債

権
の

差
押
登

記
の
抹

消
登

記
嘱

託
と

の

内
容
を

記
載
す

る
）

 
ａ

 不
動

産
の

特
定

（
差

し
押

さ
え

ら
れ

た
債

権
を

担
保

す
る

抵
当

権
そ

の
他

の
担

保
権

の
対

象
で

あ
る
土

地
の
区

画
番
号

又
は
証

書
番
号

）《
所

在
な

し
》
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ｂ
 不

動
産

の
所
有

権
者
、

永
借
権

者
又
は

用
益
権

者
の
名

前
（
住

所
）

 
ｃ

 登
記

の
目

的
（
“

a”
の
不

動
産

上
の

抵
当

権
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権
の

差
押
登

記
の
抹

消
）

 
ｄ

 原
因
（

債
権
に

対
す
る

強
制
執

行
申
立

取
下
げ

及
び
そ

の
日
付

、
債
権

に
対
す

る
執
行

手
続
（

事

件
番
号

及
び
日

付
）
の
取

消
決
定

、
及

び
当
該

決
定
の

発
生
日

並
び
に

裁
判
所

の
名
前

、
も

し
く

は

第
三
債

務
者
に

よ
る
弁

済
も
し

く
は
供

託
及
び

そ
の
日

付
）

 
ｅ

 執
行
債

権
者
の

名
前
（

住
所
）

 
ｆ

 執
行
債

務
者
の

名
前
（

住
所
）

 
ｇ

 第
三
債

務
者
の

名
前
（

住
所
）

 
ｈ

 担
保
権

及
び
被

担
保
権

の
特
定

 
添

付
書

類
：

 
1-
債

権
執

行
の
申

立
て
が

取
り
下

げ
ら
れ

た
場
合

 
ａ

 取
下

げ
が

書
面

で
な

さ
れ

た
と

き
は

、
裁

判
所

書
記

官
は

、
裁

判
所

書
記

官
が

原
本

正
写

の
証

明
を
付

し
た
申

立
書
の

写
し
を

添
付
す

る
。

 
ｂ

 取
下
げ

が
口
頭

で
な
さ

れ
ば
と

き
は
、

裁
判
所

書
記
官

は
、
取

下
調
書

の
正
本

を
添
付

す
る
。

 
2-
債

権
執

行
の
取

消
決
定

の
効
力

が
生
じ

た
場
合

 
ａ

 第
37

0 
条
（

執
行
停

止
又
は

取
消
）
第

1 
項

に
基

づ
く
取

消
に
つ

い
て
は

、
裁

判
所
書

記
官
は

、

取
消
決

定
書
の

正
本
を

添
付
す

る
。

 
ｂ

 第
37

5 
条
（
予

納
）
第

2 
項

に
基
づ

く
取
消

に
つ
い

て
は
、
裁
判

所
書
記

官
は
、
裁

判
所
書

記

官
が
確

定
の
証

明
を
付

し
た
取

消
決
定

書
の
正

本
を
添

付
す
る

。
 

3-
執

行
裁

判
所
が

、
執

行
債
権

者
か
ら

、
第

三
債

務
者
の

弁
済
を

受
け
た

と
の
通

知
を
受

理
し
た

と

き
 

ａ
 執

行
裁

判
所

が
、

執
行

債
権

者
か

ら
第

三
債

務
者

の
弁

済
を

受
け

た
と

の
通

知
書

を
受

理
し

た

と
き
は

、
裁

判
所

書
記
官

は
、
裁

判
所
書

記
官
が

原
本
正

写
の
証

明
を
付

し
た
当

該
通
知

書
の
写

し

を
添
付

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

ｂ
 執

行
裁

判
所

が
、

執
行

債
権

者
か

ら
第

三
債

務
者

の
弁

済
を

受
け

た
と

の
口

頭
の

通
知

を
受

理

し
た
と

き
は
、
裁

判
所
書

記
官
は

、
執

行
債

権
者
か

ら
の

通
知
受

領
を

記
載

し
た
調

書
の
正

本
を

添

付
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
4-
執

行
裁

判
所
が

、
第
三

債
務
者

か
ら
執

行
裁
判

所
に
対

し
て
供

託
し
た

と
の
通

知
を
受

理
し
た

と

き
 

ａ
 執

行
裁

判
所

が
、

第
三

債
務

者
か

ら
、

執
行

裁
判

所
に

対
し

て
供

託
し

た
と

の
通

知
書

を
受

理

し
た
場

合
は
、
裁

判
所
書

記
官
は

、
裁

判
所

書
記
官

が
原
本

正
写
の

証
明
を

付
し
た

当
該
通

知
書

の

写
し
を

添
付
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
ｂ

 執
行

裁
判

所
が

、
第

三
債

務
者

か
ら

、
執

行
裁

判
所

に
対

し
て

供
託

し
た

と
の

口
頭

の
通

知
を

受
理
し

た
場
合

は
、
裁
判

所
書
記

官
は
、
第

三
債

務
者
の

通
知
受

領
を
記

載
し

た
と

の
調
書

の
正

本

を
提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 第
15

 条
：

民
事
訴

訟
法
第

41
3 

条
10

 項
に
基

づ
く
抵

当
権
そ

の
他
の

担
保
権

の
移
転

登
記
の

嘱
託
書

 
 

抵
当

権
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権
の

売
却

が
完

了
し

た
と

き
は

、
裁

判
所

書
記

官

は
、
買
受

人
の
申

立
て
に

基
づ
き

、
管

轄
登

記
機
関

に
対
し

て
、
抵

当
権

そ
の
他

の
担
保

権
の
移

転
登
記

、

及
び

差
押
登

記
の
抹

消
登
記

嘱
託
を

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

買
受

人
の

申
立
て

に
は
、

次
の
事

項
が
記

載
さ
れ

る
も
の

と
す
る

。
 

-申
立
て

の
主
題

 
-移

転
さ

れ
る
べ

き
抵
当

権
そ
の

他
の
担

保
権
の

対
象
と

な
っ
た

不
動
産

の
特
定

 
-買

受
人

の
特
定

 
-担

保
権

及
び
被

担
保
債

権
の
特

定
 

-抵
当
権

そ
の
他

の
担
保

権
の
対

象
と
な

っ
た
不

動
産
の

所
有
者

の
特
定

 
-抵

当
権

も
し
く

は
担
保

権
の
移

転
の
事

由
 

第
５

条
（

嘱
託
書

の
書
式

）
第

2 
文

に
よ

り
、

嘱
託
書

の
書
式

に
は
、

嘱
託
に

関
す
る

次
の
事

項
を
追

加
し

て
記
載

す
る
。

 
主

題
（

抵
当

権
そ

の
他

の
担

保
権

の
移

転
お

よ
び

差
押

登
記

の
抹

消
登

記
嘱

託
と

の
内

容
を

記
載

す

る
）

 
ａ

 抵
当

権
そ

の
他

の
担

保
権

の
対

象
で

あ
る

不
動

産
の

特
定

（
区

画
番

号
又

は
証

書
番

号
及

び
所

在
）

 
ｂ

 抵
当

権
そ

の
他
の

担
保
権

の
対
象

で
あ
る

不
動
産

の
所
有

権
者
、
永
借

権
者
、
用

益
権
者

の
名
前

（
住
所

）
 

ｃ
 登

記
の
目

的
（
抵

当
権
そ

の
他
の

担
保
権

の
移
転

及
び
差

押
登
記

の
抹
消

）
 

ｄ
 原

因
（

 執
行

官
が

売
却
代

金
を
受

け
取
っ

た
年
月

日
及
び

裁
判
所

の
名
前

）
 

ｅ
 執

行
債
権

者
の
名

前
（
住

所
）

 
ｆ

 執
行

債
務

者
の
名

前
（
住

所
）

 
ｇ

 第
三

債
務

者
の
特

定
（
住

所
）

 
ｈ

 買
受

人
の

特
定
（

住
所
）

 
 i
 

担
保
権

及
び
被

担
保
債

権
の
特

定
 

添
付
書

類
：

 
-執

行
官

に
売
却

を
命
じ

る
決
定

の
正
本

 
-買

受
人

が
執
行

官
に

対
し

て
す

で
に

代
金

を
支

払
っ

た
こ

と
を
証

す
る

調
書

の
謄

本
で

、
裁

判
所

書

記
官
が

正
写
の

証
明
を

付
し
た

も
の

 
-買

受
人

の
Ｉ
Ｄ

又
は
パ

ス
ポ
ー

ト
の
写

し
 

 
第

4 
款

 
不

動
産

に
対
す

る
仮
差

押
に
関

す
る
登

記
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第
16

 条
：

 民
事

訴
訟
法

第
56

7 
条

3 
項
、

4 
項
、

第
42

0 
条

、
第

42
4 

条
、
第

42
5 

条
に
基

づ
く

仮
差

押
登
記

嘱
託
書

 
 

裁
判

所
が

仮
差

押
決

定
を

な
す

と
き

は
、

裁
判

所
書

記
官

は
、

債
権

者
の

執
行

申
立

て
に

基
づ

き
、

管

轄
登

記
機

関
に

対
し

て
仮

差
押

登
記

の
嘱

託
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

仮
差

押
が

な
さ

れ
た

も
の

の
、

同
一

不
動

産
に

対
し

て
新

た
に

仮
差

押
決

定
の

申
立

て
が

な
さ

れ
、

こ
れ

を
容

認
す

る
場

合
は

、
執

行
裁

判
所

は
、
さ

ら
に
仮

差
押
決

定
を
す

る
も
の

と
し
（

二
重
の

仮
差
押

え
）
、

裁
判
所

書
記

官
は
、

債
権
者

の

執
行

申
立

て
に

基
づ

き
、

管
轄

登
記

機
関

に
仮

差
押

登
記

の
嘱

託
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

（
民

事
訴

訟
法

54
0
条
に

よ
り
、

仮
差
押

決
定
は

他
の
裁

判
所
に

よ
り
な

さ
れ
る

こ
と
も

あ
る
。
）

 
第

５
条
（

嘱
託
書

の
書
式

）
第

2 
文

に
よ
り

、
嘱

託
書

の
書
式

に
は
、

嘱
託
に

関
す
る

次
の
事

項
を
追

加
し

て
記
載

す
る
。

 
主

題
（

仮
差
押

登
記
と

の
内
容

を
記
載

す
る
）

 
ａ

 不
動

産
の

特
定
（

区
画
番

号
又
は

証
書
番

号
及
び

所
在
）

 
ｂ

 不
動

産
の

所
有
権

者
、
永

借
権
者

、
用
益

権
者
の

名
前
（

住
所
）

 
ｃ

 登
記

の
目

的
（
“

a”
の
動

産
上
の

所
有
権

、
永
借

権
又
は

用
益
権

の
仮
差

押
登
記

）
 

ｄ
 原

因
（

 仮
差

押
決

定
の
番

号
、
年

月
日
、

裁
判
所

の
名
前

）
 

ｅ
 債

権
者
の

名
前
（

住
所
）

 
ｆ

 債
務

者
の

名
前
（

住
所
）

 
 

添
付

書
類
：

仮
差
押

決
定
の

正
本

 
 第

17
 条

：
 民

事
訴

訟
法
第

56
7 

条
3 

項
、

4 
項

及
び
第

42
8 

条
に

基
づ
く

仮
差
押

登
記
の

抹
消
登

記

嘱
託

書
 

仮
差

押
決

定
申

立
又

は
仮

差
押

決
定

の
執

行
申

立
て

が
取

り
下

げ
ら

れ
た

と
き

、
も

し
く

は
、

不
動

産

仮
差

押
の
執

行
を
取

消
す
決

定
が
効

力
を
生

じ
た
と

き
は
、
裁

判
所

書
記
官

は
、
管

轄
登

記
機
関

に
対
し

、

仮
差

押
登
記

の
抹
消

登
記
を

嘱
託
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
第

５
条
（

嘱
託
書

の
書
式

）
第

2 
文

に
よ
り

、
嘱

託
書

の
書
式

に
は
、

抹
消
登

記
嘱
託

に
関
す

る
次
の

事
項

を
追
加

し
て
記

載
す
る

。
 

主
題
（

仮
差
押

登
記
の

抹
消
登

記
嘱
託

と
の
内

容
を
記

載
す
る

）
 

ａ
 不

動
産

の
特
定

（
区
画

番
号
又

は
証
書

番
号
及

び
所
在

）
 

ｂ
 不

動
産

の
所
有

権
者
、

永
借
権

者
、
用

益
権
者

の
名
前

（
住
所

）
 

ｃ
 登

記
の

目
的
（
“

a”
の
不

動
産

上
の
所

有
権
、

永
借
権

又
は
用

益
権
の

仮
差
押

の
抹
消

登
記
）

 
ｄ

 原
因

（
仮

差
押

決
定

申
立

て
の

取
下

げ
も

し
く

は
仮

差
押

決
定

執
行

申
立

て
の

取
下

げ
及

び
そ

の
日
付

、
ま
た

は
仮
差

押
決
定

の
取
消

決
定
の

番
号
、

日
付
、

効
力
発

生
日
及

び
裁
判

所
の
名

前
）

 
ｅ

 債
権
者

の
名
前

（
住
所

）
 

ｆ
 債

務
者

の
名
前

（
住
所

）
 

添
付
書

類
：

 
1-
仮

差
押

決
定
申

立
て

が
取

り
下
げ

ら
れ
た

場
合

 

ａ
 取

下
げ

が
書

面
で

な
さ

れ
た

と
き

は
、

裁
判

所
書

記
官

は
、

裁
判

所
書

記
官

が
正

写
の

証
明

を

付
し
た

申
立
書

の
写
し

を
添
付

す
る
。

 
ｂ

 取
下
げ

が
口
頭

で
な
さ

れ
た
と

き
は
、

裁
判
所

書
記
官

は
、
取

下
調
書

の
正
本

を
添
付

す
る
。

 
2-
仮

差
押

決
定
の

執
行
申

立
て
が

取
り
下

げ
ら
れ

た
場
合

 
ａ

 取
下

げ
が

書
面

で
な

さ
れ

た
と

き
は

、
裁

判
所

書
記

官
は

、
裁

判
所

書
記

官
が

正
写

の
証

明
を

付
し
た

申
立
書

の
写
し

を
添
付

す
る
。

 
ｂ

 取
下
げ

が
口
頭

で
な
さ

れ
た
と

き
は
、

裁
判
所

書
記
官

は
、
取

下
調
書

の
正
本

を
添
付

す
る
。

 
3-
仮

差
押

の
執

行
が

取
り
消

さ
れ
た

場
合

 
ａ

 第
56

9 
条
（

仮
差
押

解
放
金

の
寄
託

に
よ
る

仮
差
押

の
執
行

取
消
）
に

基
づ

く
取
消

に
つ
い

て

は
、
裁

判
書
記

官
は
、

仮
差
押

執
行
取

消
決
定

の
正
本

を
添
付

す
る
。

 
ｂ

 第
55

4 
条
（
保

全
決
定

に
対
す

る
異
議

申
立
て

に
対
す

る
決
定

）
、
第

55
7 

条
（
本

案
の
訴

え

不
起
訴

等
に
よ

る
保
全

決
定
の

取
消
し

）、
第

55
8 

条
（

事
情
の

変
更
に

よ
る
保

全
決
定

の
取
消

）、

及
び

第
56

1 
条

（
抗

告
）

及
び

保
全

執
行

裁
判

所
が

仮
差

押
え
の

執
行

処
分

を
取

り
消

す
決

定
を

し
た
場

合
に
関

す
る
第

56
4 

条
（

第
6 

編
の

準
用
）

及
び
第

37
0 

条
1 

項
1 

号
（
強

制
執
行

の

停
止
及

び
取
消

）
に

基
づ

い
て
執

行
裁
判

所
が
執

行
処
分

を
取
り

消
す
決

定
を
な

し
た
場

合
、
裁

判

所
書
記

官
は
仮

差
押
の

執
行
処

分
の
取

消
決
定

の
正
本

を
添
付

す
る
。

 
ｃ

 第
55

1 
条
（

保
全
執

行
の
執

行
停
止

の
裁
判

）
、
第

56
4 

条
（
第

6 
編

の
条
項

の
準
用

）
及

び

第
37

0 
条
（
強

制
執

行
の
停

止
及
び

取
消
）
第

1 
項

7 
号

に
基

づ
く
取

消
に
つ

い
て
は

、
裁
判

所

書
記
官

は
、
仮

差
押
決

定
の
執

行
の
取

消
決
定

の
正
本

を
添
付

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

ｄ
 第

56
4 

条
（

第
6 

編
の

条
項

の
準
用

）
及
び

第
37

0 
条
（

強
制
執

行
の
停

止
及
び

取
消
）

第

1
項

5 
号
（

仮
差

押
え
を

し
な
い

旨
、
仮

差
押
決

定
の
申

立
又

は
仮

差
押

執
行
の

申
立
を

取
り
下

げ

る
旨
を

記
載
し

た
裁
判

上
の
和

解
の
調

書
の
正

本
）
に
基

づ
く
取

消
に
つ

い
て
は

、
裁
判

所
書
記

官

は
、
仮

差
押
の

執
行
処

分
の
取

消
決
定

の
正
本

を
添
付

す
る
。

 
ｅ

 第
56

4 
条
（

第
6 

編
の

条
項

の
準
用

）
、
第

56
4
条
（

第
6
編
の
準

用
）
に

よ
り
準

用
さ
れ

る

第
36

4 
条

（
執

行
文

の
付
与

に
対
す

る
異
議

申
立
）
、
第

36
7 

条
（
請
求

異
議
の

訴
え
提

起
に
伴

う
執
行

停
止
の

裁
判
等

）
、
第

36
8 

条
（
終

局
判
決

に
お
け

る
執
行

停
止
の

裁
判
等

）
、
第

37
0 

条

（
強
制

執
行
の

停
止
及

び
取
消

し
）
第

1 
項

7 
号

第
36

7 
条
（

強
制
執
行

の
停
止

及
び
取

消
1 ）

2 
項

に
基

づ
く
仮

差
押
決

定
執
行

取
消
決

定
の
正

本
、
も
し

く
は
、
執

行
文

付
与
に

対
す
る

異
議
の

訴

え
の
終

局
判
決

で
仮
差

押
決
定

の
執
行

取
消
し

を
命
じ

る
も
の

の
正
本

）
に

基
づ
く

取
消
に

つ
い
て

は
、
裁

判
所
書

記
官
は

、
仮
差

押
の
執

行
処
分

の
取
消

決
定
の

正
本
を

添
付
す

る
。

 
ｆ

 第
56

4 
条
（
第

6 
編

の
条

項
の
準

用
）
、
第

56
4
条
で

準
用
さ

れ
る
第

36
5
条
（

第
三

者
異
議

の
訴
え

）
、
第

36
7
条
（

請
求
異

議
の
訴

え
等
の

提
起
に

伴
う
執

行
停
止

の
裁
判

）、
第

36
8 

条
（

終

局
判
決

に
お

け
る

執
行

停
止

の
裁
判

等
）

及
び

第
37

0 
条

（
強

制
執

行
の
停

止
及

び
取

消
）

第
1

項
第

7
号
（

第
36

7 
条

（
請
求

異
議
の

訴
え
等

の
提
起

に
伴
う

執
行
停

止
の
裁

判
）
第

2 
項

に
基

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

   
   

  
1  
「

請
求

異
議
の

訴
え
提

起
に
伴

う
執
行

停
止
等

」
と
さ

れ
る
べ

き
で
あ

る
。
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づ
く
仮

差
押
え

の
執
行

取
消
を

命
ず
る

裁
判
の

正
本
）
に

基
づ
く

取
消
、
も

し
く
は

第
三
者

異
議
の

訴
え
の

終
局
判

決
で
仮

差
押
え

の
執
行

取
消
を

命
ず
る

も
の
）
に

基
づ
く

取
消
に

つ
い
て

は
、
裁

判

所
書
記

官
は
、

仮
差
押

執
行
処

分
の
取

消
決
定

の
正
本

を
添
付

す
る
。

 
g 

第
56

7
条
（

不
動

産
に
対

す
る
仮

差
押
え

の
執
行

）
第

4
項

、
及

び
第

42
7
条
（

不
動

産
の
滅

失
等
に

よ
る
強

制
売
却

の
手
続

の
取
消

し
）
に
基

づ
く
取

消
に
つ

い
て
は

、
裁

判
所
書

記
官
は

、
仮

差
押
の

執
行
処

分
の
取

消
決
定

の
正
本

を
添
付

す
る
。

 
h 

第
53

7
条
（

保
全
処

分
の
費

用
な
ど

）
第

3
項

に
基

づ
く
取

消
に
つ

い
て
は

、
裁
判

所
書
記

官

は
、
仮

差
押
の

執
行
処

分
の
取

消
決
定

の
正
本

を
添
付

す
る
。

 
 

第
5 

款
 

抵
当
権

そ
の
他

の
担
保

権
に
よ

っ
て
担

保
さ
れ

た
債
権

に
対
す

る
 

仮
差

押
決
定

の
執
行

に
関
す

る
登
記

 
 第

18
 条

：
 民

事
訴
訟

法
第

56
6 

条
に
基

づ
く
抵

当
権
そ

の
他
の

担
保
権

に
よ
っ

て
担
保

さ
れ
た

債
権
に

対
す

る
仮
差

押
え
の

登
記
嘱

託
書

 
 

裁
判

所
が

、
債

務
者

の
第

三
債

務
者

に
対

し
、

仮
に

差
し

押
さ

え
ら

れ
た

抵
当

権
そ

の
他

の
担

保
権

に

よ
っ

て
担

保
さ

れ
た

債
権

の
弁

済
を

禁
止

す
る

決
定

を
し

た
と

き
は

、
裁

判
所

書
記

官
は

、
債

権
者

の
申

立
に

基
づ

い
て

、
管

轄
登

記
機

関
に

対
し

て
、

債
権

が
仮

に
差

し
押

さ
え

ら
れ

た
と

の
登

記
の

嘱
託

を
し

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

第
1 

項
に
規

定
す
る

債
権
者

の
申
立

て
に
は

次
の
事

項
が
記

載
さ
れ

る
も
の

と
す
る

。
 

-申
立
て

の
主
題

 
-債

権
に

対
す
る

仮
差
押

決
定
の

特
定
（

も
し
あ

れ
ば
）

 
-債

権
者

、
担
保

権
の
対

象
と
な

っ
て
い

る
不
動

産
の
所

有
者
、

債
務
者

、
第
三

債
務
者

の
特
定

 
-担

保
権

の
対
象

と
な
っ

て
い
る

不
動
産

の
特
定

 
-担

保
権

及
び
被

担
保
債

権
の
特

定
 

-保
全
さ

れ
る
べ

き
債
権

の
特
定

 
第

５
条
（

嘱
託
書

の
書
式

）
第

2 
文

に
よ
り

、
嘱

託
書

の
書
式

に
は
、

登
記
嘱

託
に
関

す
る
次

の
事
項

を
追

加
し
て

記
載
す

る
。

 
主

題
（
抵

当
権
そ

の
他
の

担
保
権

に
よ

っ
て

担
保
さ

れ
た
仮

差
押

の
登
記

嘱
託
と

の
内
容

を
記
載

す

る
）

 
ａ

 不
動

産
の

特
定

（
抵

当
権

そ
の

他
の

担
保

権
の

対
象

で
あ

る
不

動
産

の
区

画
番

号
又

は
証

書
番

号
及
び

所
在
）

 
ｂ

 不
動
産

の
所
有

権
者
、

永
借
権

者
、
用

益
権
者

の
名
前

（
住
所

）
 

ｃ
 登

記
の

目
的

（
“

a”
の
不

動
産

に
対

す
る

抵
当

権
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権
に
対

す
る
仮

差
押
登

記
）

 
ｄ

 原
因
（

債
権

に
対

す
る
仮

差
押
決

定
、
番
号

、
年

月
日
及

び
効
力

発
生
日

及
び
裁

判
所
の

名
前
） 

ｅ
 債

権
者

の
名
前

（
住
所

）
 

ｆ
 債

務
者

の
名
前

（
住
所

）
 

ｇ
 第

三
債

務
者
の

名
前
（

住
所
）

 
ｈ

 担
保
権

及
び
被

担
保
債

権
の
特

定
 

添
付
書

類
：

 
-裁

判
所

書
記

官
に

よ
り

効
力

発
生

日
が

明
記

さ
れ

た
仮

差
押

決
定

の
正

本
上

記
決

定
は

第
三

債
務

者
に
送

達
さ
れ

た
と
き

に
効
力

を
発
生

す
る
。

 
-裁

判
所

書
記
官

が
正
写

の
証
明

を
付
し

た
債
権

者
の
申

立
書
の

写
し

 
 第

19
 条

：
 民

事
訴

訟
法

第
56

6 
条

第
5 

項
、
第

40
8 

条
、
第

41
1 

条
に

基
づ

く
抵
当

権
又
は

そ
の
他

の
担

保
権
に

よ
っ
て

担
保
さ

れ
た
債

権
に
対

す
る
仮

差
押
登

記
の
抹

消
登
記

嘱
託
書

 
 

抹
消

登
記

申
請

が
な

さ
れ

た
場

合
、

裁
判

所
書

記
官

は
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
、

抵
当

権

そ
の

他
の

担
保

権
に

よ
っ

て
担

保
さ

れ
た

債
権

の
仮

差
押

登
記

の
抹

消
登

記
を

嘱
託

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 -抵
当

権
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権
の

仮
差

押
決

定
の

申
立

が
取

り
下

げ
ら

れ

た
場
合

 
-抵

当
権

そ
の

他
の

担
保

権
に

よ
っ

て
担

保
さ

れ
た

債
権

の
仮

差
押

決
定

の
執

行
申

立
て

が
取

り
下

げ
ら
れ

た
場
合

 
-抵

当
権

そ
の

他
の

担
保

権
に

よ
っ

て
担

保
さ

れ
た

債
権

の
仮

差
押

決
定

の
執

行
を

取
り

消
す

決
定

が
効
力

を
生
じ

た
場
合

 
第

５
条
（

嘱
託
書

の
書
式

）
第

2 
文

に
よ
り

、
嘱

託
書

の
書
式

に
は
、

抹
消
登

記
嘱
託

に
関
す

る
次
の

事
項

を
追
加

し
て
記

載
す
る

。
 

主
題
（
抵

当
権
そ

の
他
の

担
保
権

に
よ

っ
て

担
保
さ

れ
た
仮

差
押

の
登
記

の
抹

消
登

記
嘱

託
と
の

内

容
を
記

載
す
る

）
 

ａ
 不

動
産

の
特

定
（

仮
に

差
し

押
さ

え
ら

れ
た

債
権

を
担

保
す

る
抵

当
権

そ
の

他
の

担
保

権
の

対

象
で
あ

る
不
動

産
の
区

画
番
号

又
は
証

書
番
号

及
び
所

在
）

 
ｂ

 不
動
産

の
所
有

権
者
、

永
借
権

者
、
用

益
権
者

の
名
前

（
住
所

）
 

ｃ
 登

記
の

目
的

（
“

a”
の
不

動
産

に
対

す
る

抵
当

権
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権
に
対

す
る
仮

差
押
決

定
登
記

の
抹
消

）
 

ｄ
 原

因
（

抵
当

権
そ

の
他
の

担
保
権

に
よ
っ

て
担
保

さ
れ
た

債
権
に

対
す
る

仮
差
押

決
定
申

立
て
、

も
し

く
は

抵
当

権
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権
に

対
す

る
仮

差
押

決
定

執
行

申

立
て
の

取
下
げ

、
及

び
そ

の
日
付

、
ま

た
は
、
抵

当
権
そ

の
他
の

担
保
権

に
よ

っ
て

担
保
さ

れ
た
債

権
に
対

す
る
仮

差
押
決

定
執
行

の
取
消

、
事

件
番

号
、
日

付
及

び
効
力

を
生
じ

た
日
、
裁
判

所
の
名

前
）

 
ｅ

 債
権
者

の
名
前

（
住
所

）
 

ｆ
 債

務
者

の
名
前

（
住
所

）
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ｇ
 第

三
債

務
者
の

名
前
（

住
所
）

 
ｈ

 担
保
権

及
び
被

担
保
権

の
特
定

 
添

付
書

類
：

 
1-
仮

差
押

決
定

申
立

て
が
取

り
下
げ

ら
れ
た

場
合

 
ａ

 取
下

げ
が

書
面

で
な

さ
れ

た
と

き
は

、
裁

判
所

書
記

官
は

、
裁

判
所

書
記

官
が

正
写

の
証

明
を

付
し
た

申
立
書

の
写
し

を
添
付

す
る
。

 
ｂ

 取
下
げ

が
口
頭

で
な
さ

れ
た
と

き
は
、
裁

判
所
書

記
官
は

、
取
下

げ
調
書

の
正
本

を
添
付

す
る
。

 
2-
仮

差
押

決
定
執

行
申
立

て
が
取

り
下
げ

ら
れ
た

場
合

 
ａ

 取
下

げ
が

書
面

で
な

さ
れ

た
と

き
は

、
裁

判
所

書
記

官
は

、
裁

判
所

書
記

官
が

正
写

の
証

明
を

付
し
た

申
立
書

の
写
し

を
添
付

す
る
。

 
ｂ

 取
下
げ

が
口
頭

で
な
さ

れ
た
と

き
は
、
裁

判
所
書

記
官
は

、
取
下

げ
調
書

の
正
本

を
添
付

す
る
。

 
3-
仮

差
押

執
行
が

取
り
消

さ
れ
た

場
合

 
ａ

 第
56

9 
条
（

仮
差
押

解
放
金

の
寄
託

に
よ
る

仮
差
押

の
取
消

）
の

規
定

に
基
づ

く
仮
差

押
解
放

金
の

寄
託

（
第

三
債

務
者

に
よ

る
債

権
額

総
額

の
裁

判
所

寄
託

が
、

第
56

6 
条

（
債

権
及

び
そ

の

他
の

財
産

権
に

対
す

る
仮

差
押

え
の

執
行

）
第

3 
項

に
基

づ
く

仮
差

押
解

放
金

の
寄

託
と

み
な

さ

れ
る
場

合
を
含

む
）
に
よ

る
取
消

の
場
合

は
、
裁

判
所

書
記
官

は
、
仮

差
押

え
を
取

消
す

決
定
の

正

本
を
添

付
す
る

。
 

ｂ
 第

55
4 

条
（
保

全
決
定

に
対
す

る
異
議

の
申
立

て
に
よ

る
決
定

）
、
第

55
7 

条
（
本

案
の
訴

え

不
起
訴

等
に
よ

る
保
全

決
定
の

取
消
し

）、
第

55
8 

条
（

事
情
の

変
更
に

よ
る
保

全
決
定

の
取
消

）、

第
56

1 
条

（
抗

告
）

及
び
第

56
4 

条
（
第

6 
編
の

準
用
）

及
び
第

37
0 

条
（
強
制

執
行

の
停
止

及
び

取
消

）
1 

項
1 

号
に

基
づ

い
て

保
全

執
行

裁
判

所
が

執
行

処
分

を
取

り
消
す

決
定

を
な
し

た

場
合
に

基
づ
く

取
消
に

つ
い
て

は
、
裁
判

所
書
記

官
は
仮

差
押
の

執
行
処

分
の
取

消
決
定

の
正

本
を

添
付
す

る
。

 
ｃ

 第
55

1 
条
（
保

全
執
行

停
止
の

裁
判
）
、
第

56
4 

条
（

第
6 

編
の

条
項
の

準
用
）
及

び
第

37
0 

条
（
強

制
執
行

の
停
止

及
び
取

消
）
第

1 
項

7 
号

に
基

づ
く
取

消
に
つ

い
て
は

、
裁
判

所
書
記

官

は
、
仮

差
押
決

定
の
執

行
の
取

消
決
定

の
正
本

を
添
付

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

ｄ
 第

56
4 

条
（

第
6 

編
の

条
項

の
準
用

）
及
び

第
37

0 
条
（

強
制
執

行
の
停

止
及
び

取
消
）

第

1
項

5
号
（

強
制
執

行
を
し

な
い
旨

又
は
保

全
申
立

て
を
取

り
下
げ

る
旨
、
保
全

執
行
申

立
て
を

取

り
下
げ

る
旨
を

記
載
し

た
裁
判

上
の
和

解
の
調

書
の
正

本
）
に
基

づ
く
取

消
に
つ

い
て
は

、
裁

判
所

書
記
官

は
、
仮

差
押
の

執
行
処

分
の
取

消
決
定

の
正
本

を
添
付

す
る
。

 
ｅ

 第
56

4 
条
（
第

6 
編

の
条

項
の
準

用
）
、第

36
4 

条
（

執
行
文

の
付
与

に
対
す

る
異
議

の
訴
え

）
、

第
36

7 
条

（
請

求
異

議
の
訴

え
提
起

に
伴
う

執
行
停

止
の
裁

判
等
）
、

第
36

8 
条
（

終
局

判
決
に

お
け
る

執
行
停

止
の
裁

判
等
）
、

第
37

0 
条

（
強
制

執
行
の

停
止
及

び
取
消

）
第

1 
項

7 
号

（
第

56
4 

条
に

よ
り
準

用
さ
れ

る
第

36
7 

条
2
項
に

基
づ
く

仮
差
押

決
定
の

執
行
取

消
決

定
の

正
本
、

も
し

く
は

執
行

文
付

与
の

異
議

の
訴

え
に

対
す

る
終

局
判

決
で

仮
差

押
決

定
の

執
行

処
分

の
取

り

消
し
を

命
じ
る

も
の
の

正
本
）
に

基
づ
く

取
消
に

つ
い
て

は
、
裁

判
所

書
記
官

は
、
仮

差
押

の
執
行

処
分
の

取
消
決

定
の
正

本
を
添

付
す
る

。
 

ｆ
 第

56
4 

条
（

第
6 

編
の

条
項

の
準
用

）
、
第

36
5 

条
（

第
三
者

異
議
の

訴
え
）
、
第

36
7 

条
（
請

求
異
議

の
訴
え

等
の
提

起
に
伴

う
執
行

停
止
の

裁
判
）、

第
56

4 
条
で

準
用

す
る
第

36
8 

条
（
終

局
判
決

に
お
け

る
執
行

停
止
の

裁
判
等

）
及

び
第

37
0 

条
（

強
制

執
行
の

停
止
及

び
取
消

）
第

1 
項

第
7 

号
（
第

36
7 

条
第

2 
項

に
基
づ

く
仮
差

押
え
の

執
行
取

消
を
命

ず
る
決

定
の
正

本
）
、

も
し

く
は

執
行

文
付

与
の

第
三

者
異

議
訴

訟
の

終
局

判
決

で
仮

差
押

決
定

の
執

行
処

分
の

取
消

し
を

命

じ
る
も

の
）
に
基

づ
く
取

消
に
つ

い
て
は

、
裁

判
所
書

記
官
は

、
仮

差
押

決
定
の

執
行
処

分
の
取

消

決
定
の

正
本
を

添
付
す

る
。

 
ｇ

 
第

56
7
条
（

不
動
産

に
対
す

る
仮
差

押
え
の

執
行
）

第
4
項
、

第
42

7
条
（

不
動
産

の
滅
失

等
に

よ
る

強
制

売
却

の
手

続
の

取
消

し
）
、

に
基

づ
く

取
消

に
つ

い
て

は
、

裁
判

所
書

記
官

は
仮

差

押
え
決

定
の
執

行
処
分

の
取
消

決
定
の

正
本
を

添
付
す

る
。

 
ｈ

 
第

53
7
条
（
保

全
処
分

の
費
用

等
）
第

3
項

に
基

づ
く
取

消
に
つ

い
て
は

、
裁

判
所

書
記
官

は

仮
差
押

え
決
定

の
執
行

処
分
の

取
消
決

定
の
正

本
を
添

付
す
る

。
 

 
第

6 
款

 
仮

処
分
の

執
行
に

関
す
る

登
記

 
 第

20
 条

：
 民

事
訴

訟
法
第

57
0 

条
、
第

42
0 

条
、
第

42
4 

条
、
第

42
5 

条
に
基

づ
く

処
分
禁

止
の

仮
処

分
の
登

記
嘱
託

書
 

 
裁

判
所

が
不

動
産

の
処

分
を

禁
止

す
る

仮
処

分
を

発
令

し
た

と
き

は
、

裁
判

所
書

記
官

は
、

債
権

者
の

申
立

て
に

基
づ

き
、

管
轄

登
記

機
関

に
対

し
て

、
処

分
禁

止
の

仮
処

分
の

登
記

の
嘱

託
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
 

処
分

を
禁

止
す

る
仮

処
分

執
行

が
な

さ
れ

た
も

の
の

、
同

一
不

動
産

に
対

し
て

新
た

に
処

分
禁

止
の

仮

処
分

申
立

て
が

な
さ

れ
、

こ
れ

を
容

認
す

る
場

合
は

、
執

行
裁

判
所

は
、

さ
ら

に
処

分
禁

止
の

仮
処

分
を

す
る

も
の
と

し
（
二

重
の
仮

処
分
決

定
）、

裁
判

所
書
記

官
は
、

債
権
者

の
申
立

て
に
基

づ
き
、

管
轄
登

記

機
関

に
当
該

不
動
産

の
処
分

禁
止
の

仮
処
分

登
記
の

嘱
託
を

行
わ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
第

5 
条

（
嘱

託
書

の
書

式
）

第
2 

文
に

よ
り

、
登

記
嘱

託
書

に
は

次
の

事
項

を
追

加
し

て
記

載
す

る
。
 

主
題
（

処
分
禁

止
の
仮

処
分
登

記
の
嘱

託
と
の

内
容
を

記
載
す

る
）

 
ａ

 不
動

産
の

特
定
（

区
画
番

号
又
は

証
書
番

号
及
び

所
在
）

 
ｂ

 不
動

産
の

所
有
権

者
、
永

借
権
者

、
用
益

権
者
の

名
前
（

住
所
）

 
ｃ

 登
記

の
目

的
（
“

a”
の
不

動
産
に

対
す
る

処
分
禁

止
の
仮

処
分
）

 
ｄ

 原
因

（
仮

処
分
決

定
の
番

号
、
年

月
日
、

裁
判
所

の
名
前

）
 

ｅ
 債

権
者
の

名
前
（

住
所
）

 
ｆ

 債
務

者
の

名
前
（

住
所
）

 
添

付
書

類
：

 
不

動
産

に
対
す

る
処
分

禁
止
の

仮
処
分

決
定
の

正
本
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 第
21

 条
：

 民
事

訴
訟

法
第

57
0 

条
、
第

42
8 

条
に
基

づ
く
処

分
禁
止

の
仮
処

分
登
記

の
抹
消

登
記
嘱

託
書

 
 

不
動

産
に

対
す

る
処

分
禁

止
の

仮
処

分
決

定
申

立
て

又
は

不
動

産
に

対
す

る
処

分
禁

止
の

仮
処

分
決

定

の
執

行
申

立
て

が
取

り
下

げ
ら

れ
た

場
合

、
も

し
く

は
、

仮
処

分
の

対
象

た
る

不
動

産
の

処
分

禁
止

の
仮

処
分

決
定

の
執

行
を

取
消

す
決

定
が

効
力

を
生

じ
た

場
合

に
は

、
裁

判
所

書
記

官
は

、
管

轄
登

記
機

関
に

対
し

て
、
当
該

不
動
産

の
処
分

禁
止
の

仮
処
分

登
記
の

抹
消
登

記
の
登

記
嘱
託

を
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。 

第
5 

条
（
嘱

託
書
の

書
式
第

2 
文
に

よ
り
、

登
記
嘱

託
書
に

は
次
の

事
項
を

追
加
し

て
記
載

す
る
。

 
 主

題
（

不
動
産

の
処
分

禁
止
の

仮
処
分

の
抹
消

登
記
嘱

託
と
の

内
容
を

記
載
す

る
）

 
ａ

 不
動
産

の
特
定

（
区
画

番
号
又

は
証
書

番
号
及

び
所
在

）
 

ｂ
 不

動
産

の
所
有

権
者
、

永
借
権

者
、
用

益
権
者

の
名
前

（
住
所

）
 

ｃ
 登

記
の

目
的
（
“

a”
の
不

動
産

の
処
分

禁
止
の

仮
処
分

の
抹
消

登
記
）

 
ｄ

 原
因

（
不

動
産

の
処

分
禁

止
の

仮
処

分
申

立
て

の
取

下
げ

又
は

処
分

禁
止

の
仮

処
分

決
定

の
執

行
申
立

て
の
取

下
げ
、
及

び
そ
の

日
付
、
も
し

く
は
処

分
禁
止

の
仮
処

分
執
行
（

事
件
番

号
及
び

日

付
）
を

取
消
す

決
定
の

日
付
、

効
力
発

生
日
、

及
び
裁

判
所
の

名
前

 
ｅ

 債
権
者

の
名
前

（
住
所

）
 

ｆ
 債

務
者

の
名
前

（
住
所

）
 

添
付
書

類
：

 
1-
不

動
産

処
分
禁

止
の
仮

処
分
決

定
申
立

て
が
取

り
下
げ

ら
れ
た

場
合

 
ａ

 取
下

げ
が

書
面

で
な

さ
れ

た
と

き
は

、
裁

判
所

書
記

官
は

、
裁

判
所

書
記

官
が

原
本

正
写

の
証

明
を
付

し
た
申

立
書
の

写
し
を

添
付
す

る
。

 
ｂ

 取
下
げ

が
口
頭

で
な
さ

れ
た
と

き
は
、

裁
判
所

書
記
官

は
、
取

下
調
書

の
正
本

を
添
付

す
る
。

 
2-
不

動
産

処
分
禁

止
の
仮

処
分
決

定
の
執

行
申
立

て
が
取

り
下
げ

ら
れ
た

場
合

 
ａ

 取
下

げ
が

書
面

で
な

さ
れ

た
と

き
は

、
裁

判
所

書
記

官
は

、
裁

判
所

書
記

官
が

原
本

正
写

の
証

明
を
付

し
た
申

立
書
の

写
し
を

添
付
す

る
。

 
ｂ

 取
下
げ

が
口
頭

で
な
さ

れ
た
と

き
は
、

裁
判
所

書
記
官

は
、
取

下
調
書

の
正
本

を
添
付

す
る
。

 
3-
不

動
産

処
分
禁

止
の
仮

処
分
の

執
行
が

取
り
消

さ
れ
た

場
合

 
ａ

 第
55

4 
条
（
保

全
決
定

に
対
す

る
異
議

の
申
立

て
に
よ

る
決
定

）
、
第

55
7 

条
（
本

案
の
訴

え

不
起
訴

等
に
よ

る
保
全

決
定
の

取
消
し

）、
第

55
8 

条
（

事
情
の

変
更
に

よ
る
保

全
決
定

の
取
消

）、

第
55

9 
条
（
特
別

の
事
情

に
よ
る

仮
処
分

決
定
の

取
消
）
及
び

第
56

1 
条
（
抗

告
）
及
び

第
56

4 
条

（
第

6 
編

の
条
項

の
準
用

）
及
び

第
37

0 
条

1 
項

1 
号

（
執

行
の
停

止
及
び

取
消
）

に
基
づ

い

て
執

行
裁

判
所

が
仮

処
分

決
定

の
執

行
処

分
を

取
り

消
す

決
定

を
し

た
場

合
、

裁
判

所
書

記
官

は
、

不
動
産

処
分
禁

止
の
仮

処
分
決

定
の
執

行
処
分

の
取
消

決
定
の

正
本
を

添
付
す

る
。

 
ｂ

 第
55

1 
条
（

保
全
執

行
の
執

行
停
止

の
裁
判

）
、
第

56
4 

条
（
第

6 
編

の
条
項

の
準
用

）
及

び

第
37

0 
条
（
執

行
の

停
止
及

び
取
消

）
第

1 
項

7 
号
に
基

づ
く
取

消
に
つ

い
て
は

、
裁
判

所
書
記

官
は
、

不
動
産

処
分
禁

止
の
仮

処
分
決

定
の
執

行
処
分

の
取
消

決
定
の

正
本
を

添
付
す

る
。

 
ｃ

 第
56

4 
条
（

第
6 

編
の

条
項

の
準
用

）
及
び

第
37

0 
条
（

強
制
執

行
の
停

止
及
び

取
消
）

第

1
項

5 
号
（

不
動

産
処
分

禁
止
の

仮
処
分

の
実
行

を
し
な

い
旨
又

は
不

動
産

処
分
禁

止
の
仮

処
分

の

申
立

て
ま

た
は

不
動

産
処

分
禁

止
の

仮
処

分
の

執
行

申
立

を
取

り
下

げ
る

旨
を

記
載

し
た

裁
判

上

の
和
解

の
調
書

の
正
本

）
に

基
づ

く
取
消

に
つ
い

て
は
、
裁
判

所
書
記

官
は
、
処

分
禁
止

の
仮
処

分

決
定
の

執
行
処

分
の
取

消
決
定

の
正
本

を
添
付

す
る
。

 
ｄ

 第
56

4 
条
（

第
6 

編
の
条

項
の
準

用
）
、
第

36
4 

条
（
執

行
文
の

付
与
に

対
す
る

異
議
訴

訟
）、

第
36

7 
条

（
請

求
異

議
の
訴

え
提
起

に
伴
う

執
行
停

止
の
裁

判
等
）
、

第
36

8 
条
（

終
局

判
決
に

お
け
る

執
行
停

止
の
裁

判
等
）
、

第
37

0 
条

（
強
制

執
行
の

停
止
及

び
取
消

）
第

1 
項

7 
号

（
第

56
4 

条
に

よ
り
準

用
さ
れ

る
第

36
7 

条
第

2 
項

に
基
づ

く
不

動
産

処
分

禁
止
の

仮
処
分

決
定
の

執

行
取
消

決
定
の

正
本
も

し
く
は

、
不

動
産

処
分
禁

止
の
仮

処
分
の

執
行
処

分
の
取

り
消
し

を
命
じ

る

執
行
文

付
与
に

対
す
る

異
議
訴

訟
の
終

局
判
決

の
正
本

に
基
づ

く
取
消

）
に

つ
い

て
は
、
裁

判
所

書

記
官
は

、
不
動

産
処
分

禁
止
の

仮
処
分

決
定
の

執
行
処

分
の
取

消
決
定

の
正
本

を
添
付

す
る
。

 
ｅ

 第
56

4 
条
（

第
6 

編
の

条
項

の
準
用

）
、
第

36
5 

条
（

第
三
者

異
議
の

訴
え
）
、
第

36
7 

条
（
請

求
異

議
の

訴
え

等
の
提

起
に
伴

う
執
行

停
止
の

裁
判
）
、
第

56
4 

条
で

準
用

す
る
第

36
8 

条
（
終

局
判
決

に
お
け

る
執
行

停
止
の

裁
判
等

）
及

び
第

37
0 

条
（

強
制

執
行
の

停
止
及

び
取
消

）
第

1 
項

第
7 

号
（

第
36

7 
条

第
2 

項
に
基

づ
く
強

制
執
行

の
停
止

及
び
執

行
処
分

の
取
消

を
命
ず

る
旨
を

記
載
し

た
裁
判

の
正
本

、
も

し
く

は
不

動
産

処
分
禁

止
の
仮

処
分
決

定
の
執

行
処
分

の
取
り

消
し
を

命
じ
る

第
三
者

異
議
訴

訟
の
終

局
判
決

）
に

基
づ

く
取
消

に
つ
い

て
は
、
裁
判

所
書
記

官
は
、
不

動

産
処
分

禁
止
の

仮
処
分

の
執
行

処
分
の

取
消
決

定
の
正

本
を
添

付
す
る

。
 

ｆ
 
第

57
0
条
（
仮

処
分
の

執
行
）
、
第

56
7
条
（

不
動

産
仮

差
押
え

の
執
行

）
第

4
項

、
第

42
7

条
（

不
動

産
の
滅

失
等
に

よ
る
強

制
売
却

の
手
続

の
取
消

）
に

基
づ
く

取
消
に

つ
い
て

は
、
裁
判

所

書
記
官

は
、
不

動
産
処

分
禁
止

の
仮
処

分
の
執

行
処
分

の
取
消

決
定
の

正
本
を

添
付
す

る
。

 
ｇ

 
第

53
7
条
（
保

全
処
分

の
費
用

等
）
第

3
項

に
基

づ
く
取
消

に
つ
い

て
は
、
裁

判
所
書

記
官
は

、

不
動
産

処
分
禁

止
の
仮

処
分
の

執
行
処

分
の
取

消
決
定

の
正
本

を
添
付

す
る
。

 
 

第
3 

節
 

登
記
手

続
 

 
第

1 
款

 
通
則

 
 第

22
 条

：
 土

地
登

記
簿

、
永
借

権
登
記

簿
、
用

益
権
登

記
簿
に

対
す
る

登
記
手

続
 

a 
所

有
権
に

対
す
る

差
押
、
所

有
権
に

対
す
る

仮
差
押

、
所
有

権
の
処

分
禁
止

の
仮
処

分
の
登

記
は
、「

土

地
登

記
簿
」

の
「
不

動
産
の

負
担
」

欄
に
記

載
す
る

。
 

b 
永

借
権
に

対
す
る

差
押
、
永

借
権
に

対
す
る

仮
差
押

、
永
借

権
の
処

分
禁
止

の
仮
処

分
の
登

記
は
、「

永

72
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借
権

登
記
簿

」
の
「

不
動
産

の
負
担

」
欄
に

記
載
す

る
。

 
c 
用

益
権
に

対
す

る
差
押

、
用

益
権
に

対
す

る
仮
差

押
、

用
益
権

の
処

分
禁
止

の
仮
処

分
の

登
記
は

、
「

用

益
権

登
記
簿

」
の
「

不
動
産

の
負
担

」
欄
に

記
載
す

る
。

 
 

第
2 

款
 

不
動
産

に
対
す

る
強
制

執
行
の

登
記
方

法
 

 第
23

 条
：

土
地
登

記
簿
、

永
借
権

登
記
簿

、
用
益

権
登
記

簿
へ
の

差
押
登

記
の
方

法
 

 
地

籍
局
が

第
7 

条
（
民

事
訴
訟

法
第

42
0
条

 
42

4
条

及
び

42
5
条
に

基
づ
く

不
動
産

差
押
登

記
の
嘱

託
書

）
に

規
定

さ
れ

た
嘱

託
書

を
受

理
し

た
と

き
は

、
差

押
え

の
種

類
に

従
っ

て
登

記
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
ａ

．
所

有
権

差
押

え
の

場
合

は
、
「

土
地

登
記

簿
」

の
「

不
動

産
の

負
担

」
欄

に
次

の
よ

う
に

記
載

す
る

。
 

「
...

.年
...

.月
...

.日
付

の
...

...
...

...
..執

行
裁

判
所

の
強

制
売

却
開

始
決

定
番

号
...

...
.、

リ
フ

ァ
レ

ン
ス

番
号

A
j .

...
、
に

よ
り

不
動
産

所
有
権

を
差
押

え
る
（

赤
イ
ン

ク
）
。
刻

印
を

押
し

、
登

記
日
を

記
入
す

る
（
青

イ

ン
ク

も
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
」

 
ｂ

．
 共

有
持

分
の

差
押

え
の

場
合

は
、
「

土
地

登
記

簿
」

の
「

不
動

産
の

負
担

」
欄

に
次

の
よ

う
に

記
載

す
る

。
 

「
...

.年
...

.月
...

.日
付

の
...

...
...
執

行
裁

判
所

の
強

制
売

却
開

始
決

定
番

号
...

...
..、

リ
フ

ァ
レ

ン
ス

番
号

A
j .

...
、
に

よ
り
共

有
者

...
...

...
（

氏
名

）
の

共
有
持

分
を
差

押
え
る

（
赤
イ

ン
ク
）
。
刻

印
を
押

し
、
登

記

日
を

記
入
す

る
（
青

イ
ン
ク

も
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。」

 
ｃ

 永
借

権
の

差
押

え
の

登
記

の
場

合
は

、
「

永
借

権
登

記
簿

」
の

「
不

動
産

の
負

担
」

欄
に

次
の

よ
う

に

記
載

す
る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

...
.執

行
裁

判
所

の
強

制
売

却
開

始
決

定
番

号
...

..、
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
番

号

A
j .

...
、
に

よ
り

永
借
権

を
差
押

え
る
（

赤
イ
ン

ク
）
。
刻
印

を
押
し

、
登

記
日
を

記
入
す

る
（
青

イ
ン
ク

も

し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
」

 
ｄ

 永
借

権
の

共
有

持
分

の
差

押
え

の
登

記
場

合
は

、
「

永
借

権
登

記
簿

」
の

「
不

動
産

の
負

担
」

欄
に

次

の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

「
...

.年
...

.月
...

.日
付

の
...

...
...
執

行
裁

判
所

の
強

制
売

却
開

始
決

定
番

号
...

...
、

リ
フ

ァ
レ

ン
ス

番
号

A
j 

...
.、

に
よ

り
永

借
権

者
...

...
..（

氏
名

）
の

共
有

持
分
を

差
押

え
る

（
赤

イ
ン

ク
）
。

刻
印

を
押

し
、

登

記
日

を
記
入

す
る
（

青
イ
ン

ク
も
し

く
は
黒

イ
ン
ク

）。
」

 
ｅ

 用
益

権
の

差
押

え
の

登
記

の
場

合
は

、
「

用
益

権
登

記
簿

」
の

「
不

動
産

の
負

担
」

欄
に

次
の

よ
う

に

記
載

す
る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

...
執

行
裁

判
所

の
強

制
売

却
開

始
決

定
番

号
...

...
、

リ
フ

ァ
レ

ン
ス

番
号

A
j .

...
、
に

よ
り

用
益
権

を
差
押

え
る
（

赤
イ
ン

ク
）
。
刻
印

を
押
し

、
登

記
日
を

記
入
す

る
（
青

イ
ン
ク

も

し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
」

 
ｆ

 用
益

権
の

共
有

持
分

の
差

押
え

の
登

記
の

場
合

は
、
「

用
益

権
登

記
簿

」
の

「
不

動
産

負
担

」
欄

に
次

の
よ

う
に
記

載
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
：

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

...
..執

行
裁

判
所

の
強

制
売

却
開

始
決

定
番

号
...

..、
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
番

号

A
j 

...
.、

に
よ

り
用

益
権

者
...

...
..（

氏
名

）
の

共
有

持
分
を

差
押

え
る

（
赤

イ
ン

ク
）
。

刻
印

を
押

し
、

登

記
日

を
記
入

す
る
（

青
イ
ン

ク
も
し

く
は
黒

イ
ン
ク

）。
」

 
 第

24
 条

：
土

地
登

記
簿
、

永
借
権

登
記
簿

、
用
益

権
登
記

簿
へ
の

差
押
登

記
の
抹

消
登
記

の
方
法

 
 
地

籍
局
が

第
8 

条
（

民
事

訴
訟
法

第
42

8
条

に
基
づ
い

て
不

動
産
差

押
登
記

の
抹
消

登
記
の

嘱
託
書

）

に
規

定
さ

れ
た

嘱
託

書
を

受
理

し
た

と
き

は
、

差
押

え
の

抹
消

登
記

の
種

類
に

従
っ

て
登

記
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

a 
「

所
有

権
の

差
押

え
も

し
く

は
共

有
持

分
の

差
押

え
」

の
抹

消
登

記
は

、
所

有
権

差
押

え
も

し
く

は
所

有
権

共
有

持
分

の
差

押
え

登
記

の
場

合
と

同
様

に
「

土
地

登
記

簿
」

の
「

不
動

産
の

負
担

」
欄

に
記

載
し

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

「
...

.年
...

.月
...

.日
付
の

...
...

..執
行

裁
判
所

の
決
定

番
号

.. .
..、

リ
フ
ァ

レ
ン

ス
番
号

A
j .

...
、
も

し
く

は
...

.
年

...
.月

...
.日

付
の

執
行
債

権
者
の

申
立
て

の
取
下

げ
に
よ

り
、

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

..裁
判

所
の

決
定

番
号

...
...
に

よ
る

...
...

..の
差

押
え

を
抹

消
す

る
（

青
イ

ン
ク
若

し
く

は
黒

イ
ン

ク
）
。
刻

印
を

押
し

、
登

記

日
を

記
入
す

る
（
赤

イ
ン
ク

）
。
」

 
 b 

「
永

借
権

の
差

押
え

も
し

く
は

永
借

権
の

共
有

持
分

の
差

押
え

」
の

抹
消

登
記

は
、

永
借

権
の

差
押

え

も
し

く
は

永
借

権
の

共
有

持
分

の
差

押
え

の
登

記
の

場
合

と
同

様
に

「
永

借
権

登
記

簿
」

の
「

不
動

産
の

負
担

」
欄
に

記
載
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

..執
行

裁
判
所

の
決
定

番
号

...
..、

リ
フ
ァ

レ
ン

ス
番
号

A
j .

...
、
も

し
く

は
...

.
年

...
.月

...
.日

付
の

執
行
債

権
者
の

申
立
て

の
取
下

げ
に
よ

り
、

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

..裁
判

所
の
決

定

番
号

...
...
に

よ
る

...
...

..の
差

押
え

を
抹

消
す

る
（

青
イ

ン
ク
若

し
く

は
黒

イ
ン

ク
）
。
刻

印
を

押
し

、
登

記

日
を

記
入
す

る
（
赤

イ
ン
ク

）
。
」

 
 c 
「

用
益

権
の
差

押
え
も

し
く
は

用
益
権

の
共
有

持
分
の

差
押
え

」
の

抹
消
登

記
は
、
用

益
権
の

差
押
え

も

し
く

は
用

益
権

の
共

有
持

分
の

差
押

え
の

登
記

の
場

合
と

同
様

に
「

用
益

権
登

記
簿

」
の

「
不

動
産

の
負

担
」

欄
に
記

載
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

..執
行

裁
判
所

の
決
定

番
号

...
..、

リ
フ
ァ

レ
ン

ス
番
号

A
j .

...
、
も

し
く

は
...

.
年

...
.月

...
.日

付
の

執
行
債

権
者
の

申
立
て

の
取
下

げ
に
よ

り
、

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

..裁
判

所
の
決

定

番
号

...
...
に

よ
る

...
...

..の
差

押
え

を
抹

消
す

る
（

青
イ

ン
ク
若

し
く

は
黒

イ
ン

ク
）
。
刻

印
を

押
し

、
登

記

日
を

記
入
す

る
（
赤

イ
ン
ク

）
。
」

 
 第

 2
5 

条
：

権
利

の
移

転
登

記
、

権
利

の
取

得
登

記
の

抹
消

登
記

、
仮

処
分

登
記

の
抹

消
登

記
、

差
押

え

登
記

又
は
仮

差
押
え

登
記
の

の
抹
消

登
記

 
 
地

籍
局
が

第
9 

条
（

民
事

訴
訟
法

第
44

8
条

に
基
づ
い

て
強

制
売
却

に
よ
る

所
有
権

、
永
借

権
、
用

益
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権
の

移
転

登
記

）
に

規
定

さ
れ

た
嘱

託
書

を
受

理
し

た
と

き
は

、
そ

の
種

類
に

し
た

が
っ

て
移

転
登

記
ま

た
は

抹
消
登

記
を
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
 1-
権

利
の

移
転
登

記
 

ａ
 所

有
権

の
移
転

登
記
は

「
土
地

登
記
簿

」
に
次

の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

-「
書

面
又
は

判
決
の

概
要
」

欄
に
下

記
の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

「
売

却
許
可

決
定

番
号

...
.及

び
...

.年
..月

..日
に
お

い
て

買
受
人

の
...

.裁
判
所

に
対

す
る
代

金
の

支
払

い
、

リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
に
よ

り
、
所
有

権
を

...
...

.（
氏
名

）
に

移
転

す
る
（
青

イ
ン
ク

若
し
く

は
黒
イ

ン
ク

）
。

刻
印
を

押
し
、

登
記
日

を
記
入

す
る
（

赤
イ
ン

ク
）。
」

 
-「

氏
名

及
び

財
産
の

種
類
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「
氏

名
 （

新
所

有
者
の

氏
名
）
」
（

青
イ
ン

ク
又

は
黒
イ

ン
ク
）

 
-「

生
年

月
日

び
出
生

地
」
欄

に
次
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「
生

年
月
日

及
び
出

生
地
（

新
所
有

者
の
生

年
月
日

及
び
出

生
地
）」
（

青
イ

ン
ク
又
は

黒
イ
ン

ク
）

 
-「

家
系

」
欄

に
次
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「
氏

名
...

...
..及

び
氏

名
...

...
...

.（
新
所

有
者

の
父
母

の
氏
名

）
」
（

青
イ

ン
ク

又
は
黒

イ
ン
ク

）
。

 
 ｂ

 所
有
権

の
共

有
持

分
の

移
転

登
記
は

「
土
地

登
記
簿

」
欄
に

次
の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

-「
書

面
又
は

判
決
の

概
要
」

欄
に
下

記
の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

「
売

却
許
可

決
定

番
号

...
.及

び
...

.年
..月

..日
に
お

い
て

買
受
人

の
...

.裁
判
所

に
対

す
る
代

金
の

支
払

い
、

リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
. 
に

よ
り
、

...
...

.（
氏
名

）
の
所

有
権

の
共

有
分

を
...

...
.（

氏
名

）
に

移
転

す

る
（

青
イ
ン

ク
若
し

く
は
黒

イ
ン
ク

）
。
刻

印
を

押
し
、

登
記
日

を
記
入

す
る
（

赤
イ
ン

ク
）。
」

 
「
氏

名
及
び

財
産
の

種
類
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「
氏

名
 （

新
所

有
権
共

有
者
全

員
の
氏

名
を
記

載
す
る

）
（

青
イ
ン
ク

又
は
黒

イ
ン
ク

）。
 

 
た

だ
し
、

共
有
持

分
者

3 
名

以
上
の

場
合
は

、
地
籍

局
は
、

共
有
者

の
代
表

者
の
氏

名
を
記

載
し
、

共

有
者

全
員
の

氏
名
を

別
の
書

面
に
記

載
し
、

登
記
記

録
フ
ァ

イ
ル
に

付
け
る

。」
 

-「
生

年
月
日

及
び
出

生
地
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「
年

月
日
及

び
出
生

地
（
新

共
有
者

全
員
の

生
年
月

日
及
び

出
生
地

を
記
載

す
る
）
（
青

イ
ン
ク
又

は
黒
イ

ン
ク

）
。

 
 
た

だ
し
、

共
有
持

分
者
が

3 
名

以
上

の
場

合
は

、
地
籍

局
は
、

共
有
者

の
代
表

者
の
生

年
月

日
及

び
出

生
地

を
記

載
し

、
共

有
者

全
員

の
生

年
月

日
及

び
出

生
地

を
別

の
書

面
に

記
載

し
、

登
記

記
録

フ
ァ

イ
ル

に
付

け
る
。
」

 
-「

家
系

」
欄

に
次
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「
氏

名
...

...
..及

び
氏

名
...

...
...

.（
新
所

有
者

の
父
母

の
氏
名

）
（

青
イ
ン
ク

又
は
黒

イ
ン
ク

）。
 

た
だ

し
、

共
有
持

分
者
が

3 
名

以
上

の
場
合

は
、
地

籍
局
は

、
共
有

者
の
代

表
者
の

父
母
の

氏
名
を

記

載
し

、
共
有

者
全
員

の
父
母

の
氏
名

を
別
の

書
面
に

記
載
し

、
登
記

記
録
フ

ァ
イ
ル

に
付
け

る
。」

 
 

ｃ
 永

借
権

の
移
転

登
記
は

「
永
借

権
登
記

簿
」
に

次
の
よ

う
に
記

載
す

る
。

 
-「

書
面

又
は

判
決
の

概
要
」

欄
に
下

記
の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

「
売

却
許
可

決
定

番
号

...
.及

び
...

.年
..月

..日
に
お

い
て

買
受
人

の
...

.裁
判
所

に
対

す
る
代

金
の

支
払

い
、

リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
に
よ

り
、

...
...

.（
氏

名
）
の

永
借
権

を
...

...
.（

氏
名

）
に

移
転
す

る
（

青
イ
ン

ク
若

し
く
は

黒
イ
ン

ク
）
。
刻

印
を

押
し
、

登
記

日
を
記

入
す
る

（
赤
イ

ン
ク
）
。」

 
-「

氏
名

及
び

財
産
の

種
類
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「
氏

名
 （

新
永

借
権
者

の
氏
名

を
記
載

す
る
）
（
青

イ
ン

ク
又

は
黒
イ

ン
ク
）。

」
 

-「
生

年
月
日

及
び
出

生
地
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「
年

月
日
及

び
出
生

地
（
新

永
借
権

者
の
生

年
月
日

及
び
出

生
地
を

記
載
す

る
）（

青
イ

ン
ク
又

は
黒
イ

ン

ク
）
。
」

 
-「

家
系

」
欄

に
次
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「
氏

名
...

...
..及

び
氏

名
...

...
...

.（
新
永

借
権

者
の
父

母
の
氏

名
）
（

青
イ

ン
ク
又

は
黒
イ

ン
ク
）
。」

 
 ｄ

 永
借
権

共
有
持

分
の
移

転
登
記

は
「
永

借
権
登

記
簿
」

に
次

の
よ
う

に
記

載
す

る
。

 
-「

書
面

又
は

判
決
の

概
要
」

欄
に
下

記
の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

「
売

却
許
可

決
定

番
号

...
.及

び
...

.年
..月

..日
に
お

い
て

買
受
人

の
...

.裁
判
所

に
対

す
る
代

金
の

支
払

い
、

リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
に
よ

り
、

...
...

.（
氏

名
）
の

永
借

権
の

共
有
持

分
を

...
...

.（
氏

名
）
に

移
転
す

る
（

青
イ
ン

ク
若
し

く
は
黒

イ
ン
ク

）
。
刻

印
を

押
し
、

登
記
日

を
記
入

す
る
（

赤
イ
ン

ク
）。
」

 
-「

氏
名

及
び

財
産
の

種
類
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「
氏

名
 （

新
永

借
権
共

有
者
全

員
の
氏

名
を
記

載
す
る

）
（

青
イ
ン
ク

又
は
黒

イ
ン
ク

）。
 

た
だ

し
、
共

有
持
分

者
が

3 
名

以
上
の

場
合
は

、
地
籍

局
は
、

共
有
者

の
代
表

者
の
氏

名
を
記

載
し
、

共

有
者

全
員
の

氏
名
を

別
の
書

面
に
記

載
し
、

登
記
記

録
フ
ァ

イ
ル
に

付
け
る

。」
 

-「
生

年
月
日

及
び
出

生
地
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「
年

月
日
及

び
出
生

地
（
新

永
借
権

の
共
有

者
全
員

の
生
年

月
日
及

び
出
生

地
を
記

載
す
る

）（
青

イ
ン

ク

又
は

黒
イ
ン

ク
）
。

 
た
だ

し
、
共

有
持
分

者
が

3 
名

以
上
の

場
合
は

、
地
籍

局
は
、

共
有
者

の
代
表

者
の
氏

名
を
記

載
し
、

共

有
者

全
員
の

氏
名
を

別
の
書

面
に
記

載
し
、

登
記
記

録
フ
ァ

イ
ル
に

付
け
る

。」
 

訳
注

：
条

文
の

趣
旨

、
28

条
1
項

b
等

を
参

照
す

る
と

、
上

記
但

し
書

き
の

記
載

は
「

共
有

者
の

代
表

者
の

生
年

月
日

及
び

出
生

地
」「

共
有

者
全

員
の

生
年

月
日

及
び

出
生

地
」
で

あ
る

べ
き

だ
が

、
原

文
が

そ
れ

ぞ
れ
「

氏
名

」
と

な
っ

て
い

る
た

め
、

そ
の

ま
ま

と
し

た
。

 

-「
家

系
」
欄

に
次
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「
氏

名
...

...
..及

び
氏

名
...

...
...

.（
新
永

借
権

の
共
有

者
の
父

母
の
氏

名
）
（

青
イ

ン
ク
又

は
黒
イ

ン
ク
）
。

 
た
だ

し
、
共

有
持
分

者
が

3 
名

以
上
の

場
合
は

、
地
籍

局
は
、

共
有
者

の
代
表

者
の
父

母
の
氏

名
を
記

載

し
、

共
有
者

全
員
の

父
母
の

氏
名
を

別
の
書

面
に
記

載
し
、

登
記
記

録
フ
ァ

イ
ル
に

付
け
る

。」
 

 ｅ
 用

益
権

の
移
転

登
記
は

「
用
益

権
登
記

簿
」
に

次
の
よ

う
に
記

載
す

る
。
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-「
書

面
又
は

判
決
の

概
要
」

欄
に
下

記
の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

「
売

却
許
可

決
定

番
号

...
.及

び
...

.年
..月

..日
に
お

い
て

買
受
人

の
...

.裁
判
所

に
対

す
る
代

金
の

支
払

い
、

リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
に
よ

り
、

...
...

.（
氏

名
）
の

用
益
権

を
...

...
.（

氏
名

）
に

移
転
す

る
（

青
イ
ン

ク
若

し
く
は

黒
イ
ン

ク
）
。
刻

印
を

押
し
、

登
記

日
を
記

入
す
る

（
赤
イ

ン
ク
）
。」

 
-「

氏
名

及
び

財
産
の

種
類
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「
氏

名
 （

新
用

益
権
権

者
の

氏
名

を
記
載

す
る
）
（

青
イ

ン
ク

又
は
黒

イ
ン
ク

）。
」

 
-「

生
年

月
日

及
び
出

生
地
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「

年
月

日
及

び
出

生
地

（
新

用
益

権
者

の
生

年
月

日
及

び
出

生
地

を
記

載
す

る
（

青
イ

ン
ク

又
は

黒
イ

ン

ク
）
。
）

 
-「

家
系

」
欄

に
次
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「
氏

名
...

...
..及

び
氏

名
...

...
...

.（
新
用

益
権

者
の
父

母
の
氏

名
）
（

青
イ

ン
ク
又

は
黒
イ

ン
ク
）
。」

 
 ｆ

 用
益
権

共
有
持

分
の
移

転
登
記

は
「
用

益
権
登

記
簿
」

に
次

の
よ
う

に
記

載
す

る
。

 
-「

書
面

又
は

判
決
の

概
要
」

欄
に
下

記
の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

「
売

却
許
可

決
定

番
号

...
.及

び
...

.年
..月

..日
に
お

い
て

買
受
人

の
...

.裁
判
所

に
対

す
る
代

金
の

支
払

い
、

リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
に
よ

り
、

...
...

.（
氏

名
）
の

用
益

権
の

共
有
持

分
を

...
...

.（
氏

名
）
に

移
転
す

る
（

青
イ
ン

ク
若
し

く
は
黒

イ
ン
ク

）
。
刻

印
を

押
し
、

登
記
日

を
記
入

す
る
（

赤
イ
ン

ク
）。
」

 
-「

氏
名

及
び

財
産
の

種
類
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「
氏

名
 （

新
用

益
権

共
有

者
全
員

の
氏
名

を
記
載

す
る
）
（

青
イ
ン
ク

又
は
黒

イ
ン
ク

）。
 

た
だ

し
、
共

有
持
分

者
が

3 
名

以
上
の

場
合
は

、
地
籍

局
は
、

共
有
者

の
代
表

者
の
氏

名
を
記

載
し
、

共

有
者

全
員
の

氏
名
を

別
の
書

面
に
記

載
し
、

登
記
記

録
フ
ァ

イ
ル
に

付
け
る

。」
 

-「
生

年
月
日

及
び
出

生
地
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「

年
月

日
及

び
出

生
地

（
新

用
益

権
の

共
有

者
全

員
の

生
年

月
日

及
び

出
生

地
を

記
載

す
る

（
青

イ
ン

ク

又
は

黒
イ
ン

ク
）
。

 
た
だ

し
、
共

有
持
分

者
が

3 
名

以
上
の

場
合
は

、
地
籍

局
は
、

共
有
者

の
代
表

者
の

生
年

月
日
及

び
出

生

地
を

記
載

し
、

共
有

者
全

員
の

生
年

月
日

及
び

出
生

地
を

別
の

書
面

に
記

載
し

、
登

記
記

録
フ

ァ
イ

ル
に

付
け

る
。
」

 
-「

家
系

」
欄

に
次
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「
氏

名
...

...
..及

び
氏

名
...

...
...

.（
新
用

益
権

の
共
有

者
の
父

母
の
氏

名
）
（

青
イ

ン
ク
又

は
黒
イ

ン
ク
）
。

 
た
だ

し
、
共

有
持
分

者
が

3 
名

以
上
の

場
合
は

、
地
籍

局
は
、

共
有
者

の
代
表

者
の
父

母
の
氏

名
を
記

載

し
、

共
有
者

全
員
の

父
母
の

氏
名
を

別
の
書

面
に
記

載
し
、

登
記
記

録
フ
ァ

イ
ル
に

付
け
る

。」
 

 2-
 売

却
に
よ

り
消
滅

し
た
権

利
又
は

売
却
に

よ
り
効

力
を
失

っ
た
権

利
の
取

得
に
係

る
登
記

の
抹
消

 
売

却
に

よ
り

消
滅

し
た

権
利

又
は

売
却

に
よ

り
効

力
を

失
っ

た
権

利
の

取
得

に
係

る
登

記
の

抹
消

は
、

取
得

さ
れ
た

権
利
と

同
様
の

欄
に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「
売

却
許
可

決
定

番
号

...
.及

び
...

.年
..月

..日
に
お

い
て

買
受
人

の
...

.裁
判
所

に
対

す
る
代

金
の

支
払

い
、

リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
に
よ

り
、

...
...

.（
所
有

権
移

転
、
永

借
権
、
用

益
権
等

）
の
登

記
を
抹

消
す
る

（
青

イ
ン
ク

若
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
刻
印

を
押

し
、

登
記

日
を
記

入
す
る

（
赤
イ

ン
ク
）。

」
 

 3-
売

却
に

よ
り
失

効
と
な

っ
た
処

分
禁
止

の
仮
処

分
の
登

記
の
抹

消
登
記

 
売

却
に

よ
り

失
効

と
な

っ
た

処
分

禁
止

の
仮

処
分

の
登

記
の

抹
消

登
記

は
、

仮
処

分
登

記
と

同
様

の
欄

に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「
売

却
許
可

決
定

番
号

...
.及

び
...

.年
..月

..日
に
お

い
て

買
受
人

の
...

.裁
判
所

に
対

す
る
代

金
の

支
払

い
、

リ
フ

ァ
レ

ン
ス

番
号

A
j..

...
に

よ
り

、
仮

処
分

の
登

記
を

抹
消

す
る

（
青
イ

ン
ク

若
し

く
は

黒
イ
ン

ク
）。

刻
印

を
押
し

、
登
記

日
を
記

入
す
る

（
赤
イ

ン
ク
）
。」

 
 4-
差

押
え

又
は
仮

差
押
え

登
記
の

抹
消
登

記
 

差
押

え
又

は
仮

差
押

登
記

の
抹

消
登

記
は

、
差

押
え

又
は

仮
差

押
登

記
と

同
様

の
欄

に
次

の
よ

う
に

記

載
す

る
。

 
「

売
却
許

可
決

定
番
号

...
.及

び
...

.年
..月

..日
に
お

い
て

買
受

人
の

...
.裁

判
所

に
対

す
る

代
金
の

支
払

い
、

リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
に
よ

り
、
差

押
え
又

は
仮
差

押
え
の

登
記
を

抹
消
す

る
（
青

イ
ン
ク

若
し
く

は

黒
イ

ン
ク
）
。
刻

印
を
押

し
、

登
記

日
を
記

入
す
る

（
赤
イ

ン
ク
）。
」

 
 

第
3 

款
 

不
動

産
に
対

す
る
担

保
権
の

実
行
に

係
る
登

記
方
法

 
 第

26
 条

：
担

保
権
の

実
行
に

よ
る
不

動
産
の

差
押
え

に
つ
い

て
の
土

地
登
記

簿
、
永
借

権
登
記

簿
、
用

益

権
登

記
簿

へ
の
登

記
方
法

 
 
地

籍
局
が

第
10

 条
（

民
事

訴
訟
法

第
42

0 
条

、
51

1 
条

、
51

2 
条

に
基
づ

く
担
保

権
の
実

行
に
よ

る

不
動

産
登

記
差

押
嘱

託
書

）
に

規
定

さ
れ

た
嘱

託
書

を
受

理
し

た
と

き
は

、
差

押
え

の
種

類
に

し
た

が
っ

て
登

記
を
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
ａ

 不
動

産
の

所
有

権
差

押
え

の
場

合
は

、
「

土
地

登
記

」
の

「
不

動
産

負
担

」
の

欄
に

次
の

よ
う

に
記

載

す
る

。
 

「
...

.年
...

.月
...

.日
付

の
...

...
...

..執
行

裁
判

所
の

（
担

保
権

に
基

づ
く

）
強

制
売

却
開

始
の

決
定

番
号

...
..、

リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j 

...
.に

基
づ
き

、
所

有
権
を

差
押
え

る
（
赤

イ
ン
ク

）
。

刻
印
を

押
し
、

登
記
日

を

記
入

す
る
（

青
イ
ン

ク
若
し

く
は
黒

イ
ン
ク

）
。
」

 
 ｂ

 共
有
持

分
の
差

押
え
の

場
合
は

、
「

土
地
登

記
」
の

「
不
動

産
負
担

」
欄
に

次
の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

「
...

.年
...

.月
...

.日
付

の
...

...
...

..執
行

裁
判

所
の

（
担

保
権

に
基

づ
く

）
強

制
売

却
開

始
の

決
定

番
号

...
..、

リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j .

...
に

基
づ

き
、
...

...
..（

氏
名
）
の

所
有

権
の

共
有
持

分
を
差

押
え
る
（
赤

イ
ン
ク

）。

刻
印

を
押
し

、
登
記

日
を
記

入
す
る

（
青
イ

ン
ク
若

し
く
は

黒
イ
ン

ク
）。
」
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ｃ
 永

借
権

の
差
押

え
の
場

合
は
、「

永
借
権

登
記

簿
」
の
「

不
動

産
負
担

」
欄

に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

...
..執

行
裁

判
所

の
（

担
保

権
に

基
づ

く
）

強
制

売
却

開
始

の
決

定
番

号
...

..、
リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j 

...
.に

基
づ
き

、
永

借
権
を

差
押
え

る
（
赤

イ
ン
ク

）
。

刻
印
を

押
し
、

登
記
日

を

記
入

す
る
（

青
イ
ン

ク
若
し

く
は
黒

イ
ン
ク

）
。
」

 
 ｄ

 永
借

権
の

共
有

持
分

の
差

押
え

の
場

合
は

、
「

永
借

権
登

記
簿

」
の

「
不

動
産

負
担

」
欄

に
次

の
よ

う

に
記

載
す
る

。
 

「
...

.年
...

.月
...

.日
付

の
...

...
...

..執
行

裁
判

所
の

（
担

保
権

に
基

づ
く

）
強

制
売

却
開

始
の

決
定

番
号

...
..、

リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j .

...
に

基
づ

き
、

...
...（

氏
名
）
の

永
借

権
の

共
有
持

分
を
差

押
え
る
（
赤

イ
ン
ク

）。

刻
印

を
押
し

、
登
記

日
を
記

入
す
る

（
青
イ

ン
ク
若

し
く
は

黒
イ
ン

ク
）。
」

 
 ｅ

 用
益
権

の
差
押

え
の
場

合
は
、「

用
益
権

登
記

簿
」
の
「

不
動

産
負
担

」
欄

に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

...
..執

行
裁

判
所

の
（

担
保

権
に

基
づ

く
）

強
制

売
却

開
始

の
決

定
番

号
...

..、
リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j 

...
.に

基
づ
き

、
用

益
権
を

差
押
え

る
（
赤

イ
ン
ク

）
。

刻
印
を

押
し
、

登
記
日

を

記
入

す
る
（

青
イ
ン

ク
若
し

く
は
黒

イ
ン
ク

）
。
」

 
 ｆ

 用
益

権
の

共
有

持
分

の
差

押
え

の
場

合
は

、
「

用
益

権
登

記
簿

」
の

「
不

動
産

負
担

」
欄

に
次

の
よ

う

に
記

載
す
る

。
 

「
...

.年
...

.月
...

.日
付

の
...

...
...

..執
行

裁
判

所
の

（
担

保
権

に
基

づ
く

）
強

制
売

却
開

始
の

決
定

番
号

...
..、

リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j .

...
に

基
づ

き
、

...
...（

氏
名
）
の

用
益

権
の

共
有
持

分
を
差

押
え
る
（
赤

イ
ン
ク

）
。

刻
印

を
押
し

、
登
記

日
を
記

入
す
る

（
青
イ

ン
ク
若

し
く
は

黒
イ
ン

ク
）。
」

 
 第

27
 条

：
担

保
権
実

行
に
よ

る
不
動

産
の
差

押
え
の

抹
消
登

記
に
つ

い
て
の

土
地
登

記
簿
、
永

借
権
登

記

簿
、

用
益
権

登
記
簿

へ
の
登

記
の
方

法
 

 
地

籍
局
が

第
11

 条
（
民

事
訴
訟

法
42

8 
条

に
基
づ
く

担
保
権

の
実
行

に
よ
る

不
動
産

差
押
登

記
の
抹

消
登

記
嘱

託
書

）
に

規
定

さ
れ

た
嘱

託
書

を
受

理
し

た
と

き
は

、
不

動
産

の
差

押
え

登
記

の
抹

消
登

記
の

種
類

に
従
っ

て
そ
の

抹
消
登

記
を
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
ａ

 所
有
権

も
し
く

は
所

有
権
の

共
有
持

分
の
差

押
え
登

記
の
抹

消
登
記

は
、
所
有

権
も
し

く
は
所

有
権
の

共
有

持
分

の
差

押
え

登
記

の
場

合
と

同
様

に
「

土
地

登
記

簿
」

の
「

不
動

産
の

負
担

」
欄

に
下

記
の

よ
う

に
記

載
す
る

。
 

「
...

.年
...

.月
...

.日
付
の

...
...
執

行
裁

判
所
の

決
定
番

号
...

...
.、

リ
フ

ァ
レ

ン
ス
番

号
A

j .
...
、
も

し
く

は
...

.
年

...
月

...
日
付

の
執

行
債
権

者
の
申

立
て
の

取
下
げ

に
よ
り

、
...

.年
...
月

...
日
付

の
...

...
..裁

判
所
の

決
定
番

号
...

.に
よ

る
...

...
..の

差
押
え

を
抹

消
す
る
（

青
イ

ン
ク
若

し
く
は

黒
イ
ン

ク
）
。
刻

印
を
押

し
、
登

記
日

を

記
入

す
る
（

赤
イ
ン

ク
）
。」

 
 ｂ

 永
借
権

も
し
く

は
永
借

権
の
共

有
持
分

の
差

押
え
登

記
の
抹

消
登
記

は
、
永
借

権
も
し

く
は
永

借
権
の

共
有

部
分

の
差

押
え

登
記

の
場

合
と

同
様

に
「

永
借

権
登

記
簿

」
の

「
不

動
産

の
負

担
」

欄
に

下
記

の
よ

う
に

記
載
す

る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...
執

行
裁

判
所
の

決
定
番

号
...

...
.、

リ
フ

ァ
レ

ン
ス
番

号
A

j .
...
、
も

し
く

は
...

.
年

...
月

...
日
付

の
執

行
債
権

者
の
申

立
て
の

取
下
げ

に
よ
り

、
...

.年
...
月

...
日
付

の
...

...
..裁

判
所
の

決
定
番

号
...

.に
よ

る
...

...
..の

差
押
え

を
抹

消
す
る
（

青
イ

ン
ク
若

し
く
は

黒
イ
ン

ク
）
。
刻

印
を
押

し
、
登

記
日

を

記
入

す
る
（

赤
イ
ン

ク
）
。」

 
 ｃ

 用
益
権

も
し
く

は
用
益

権
の
共

有
持
分

の
差

押
え
登

記
の
抹

消
登
記

は
、
用
益

権
も
し

く
は
用

益
権
の

共
有

部
分

の
差

押
え

登
記

の
場

合
と

同
様

に
「

用
益

権
登

記
簿

」
の

「
不

動
産

の
負

担
」

欄
に

下
記

の
よ

う
に

記
載
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...
執

行
裁

判
所
の

決
定
番

号
...

...
.、

リ
フ

ァ
レ

ン
ス
番

号
A

j .
...
、
も

し
く

は
...

.
年

...
月

...
日
付

の
執

行
債
権

者
の
申

立
て
の

取
下
げ

に
よ
り

、
...

.年
...
月

...
日
付

の
...

...
..裁

判
所
の

決
定
番

号
...

.に
よ

る
...

...
..の

差
押
え

を
抹

消
す
る
（

青
イ

ン
ク
若

し
く
は

黒
イ
ン

ク
）
。
刻

印
を
押

し
、
登

記
日

を

記
入

す
る
（

赤
イ
ン

ク
）
。」

 
 第

28
 条

：
担

保
権
の

行
使
に

よ
る
権

利
の
移

転
登
記

、
権

利
の

取
得
に

係
る
登

記
の
抹

消
登
記

、
仮

処
分

の
抹

消
登
記

、
差
押

、
仮
差

押
の
抹

消
登
記

 
 
地

籍
局
が

第
12

 条
（
民

事
訴
訟

法
第

44
8
条

に
基

づ
く
担

保
権
実

行
に
よ

る
所

有
権

、
永
借

権
ま

た

は
用

益
権

の
移

転
登

記
嘱

託
書

）
に

規
定

さ
れ

た
嘱

託
書

を
受

理
し

た
と

き
は

、
移

転
登

記
又

は
抹

消
の

種
類

に
し
た

が
っ
た

下
記
の

よ
う
に

登
記
を

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

1-
所

有
権

の
移
転

登
記

 
ａ

 所
有
権

の
移
転

登
記
は

「
土
地

登
記
簿

」
に
次

の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

-「
書

面
又
は

判
決
の

概
要
」

欄
に
下

記
の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

「
売

却
許
可

決
定

番
号

...
.及

び
...

.年
..月

..日
に
お

い
て

買
受
人

の
...

.裁
判
所

に
対

す
る
代

金
の

支
払

い
、

リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
に
よ

り
、

...
...

.（
氏

名
）
の

所
有
権

を
...

...
.（

氏
名

）
に

移
転
す

る
（

青
イ
ン

ク
若

し
く
は

黒
イ
ン

ク
）
。
刻
印

を
押
し

、
登
記

日
を
記

入
す
る

（
赤
イ

ン
ク
）
。」

 
-「

氏
名

及
び

財
産
の

種
類
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「
氏

名
 （

新
所

有
者
の

氏
名
）
」
（

青
イ
ン

ク
又

は
黒
イ

ン
ク
）

 
-「

生
年

月
日

び
出
生

地
」
欄

に
次
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「
生

年
月
日

及
び
出

生
地
（

新
所
有

者
の
生

年
月
日

及
び
出

生
地
）」
（

青
イ

ン
ク
又
は

黒
イ
ン

ク
）

 
-「

家
系

」
欄

に
次
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「
氏

名
...

...
..及

び
氏

名
...

...
...

.（
新
所

有
者

の
父
母

の
氏
名

）
」
（

青
イ

ン
ク

又
は
黒

イ
ン
ク

）
。

 
 ｂ

 所
有
権

の
共

有
持
分

の
移
転

登
記
は

「
土
地

登
記
簿

」
に
次

の
よ
う

に
記

載
す

る
。

 
-「

書
面

又
は

判
決
の

概
要
」

欄
に
下

記
の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

「
売

却
許
可

決
定

番
号

...
.及

び
...

.年
..月

..日
に
お

い
て

買
受
人

の
...

.裁
判
所

に
対

す
る
代

金
の

支
払

い
、
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リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
に

よ
り

、
...

...
.（

氏
名

）
の

所
有
権

の
共
有

持
分
を

...
...
（

氏
名
）

に
移
転

す

る
（

青
イ
ン

ク
若
し

く
は
黒

イ
ン
ク

）
。
刻

印
を

押
し
、

登
記
日

を
記
入

す
る
（

赤
イ
ン

ク
）。
」

 
-「

氏
名

及
び

財
産
の

種
類
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「
氏

名
 （

新
所

有
者
の

氏
名
）
（
青

イ
ン
ク
又

は
黒
イ

ン
ク
）

 
 
た

だ
し
、

共
有
持

分
者

3 
名

以
上
の

場
合
は

、
地
籍

局
は
、

共
有
者

の
代
表

者
の
氏

名
を
記

載
し
、

共

有
者

全
員
の

氏
名
を

別
の
書

面
に
記

載
し
、

登
記
記

録
フ
ァ

イ
ル
に

付
け
る

。」
 

-「
生

年
月
日

び
出
生

地
」
欄

に
次
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「
生

年
月
日

及
び
出

生
地
（

新
所
有

者
の
生

年
月
日

及
び
出

生
地
）
（

青
イ

ン
ク
又

は
黒
イ

ン
ク
）

 
 
た

だ
し
、

共
有
持

分
者

3 
名

以
上
の

場
合
は

、
地
籍

局
は
、

共
有
者

の
代
表

者
の
生

年
月
日

及
び
出

生

地
を

記
載

し
、

共
有

者
全

員
の

生
年

月
日

及
び

出
生

地
を

別
の

書
面

に
記

載
し

、
登

記
記

録
フ

ァ
イ

ル
に

付
け

る
。
」

 
-「

家
系

」
欄

に
次
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「
氏

名
...

...
..及

び
氏

名
...

...
...

.（
新
所

有
者

の
父
母

の
氏
名

）
（

青
イ
ン
ク

又
は
黒

イ
ン
ク

）。
 

 
た

だ
し
、

共
有
持

分
者

3 
名

以
上
の

場
合
は

、
地
籍

局
は
、

共
有
者

の
代
表

者
の
父

母
の
氏

名
を
記

載

し
、

共
有
者

全
員
の

父
母
の

氏
名
を

別
の
書

面
に
記

載
し
、

登
記
記

録
フ
ァ

イ
ル
に

付
け
る

。」
 

 ｃ
 永

借
権

の
移
転

登
記
は

「
永
借

権
登
記

簿
」
に

次
の
よ

う
に
記

載
す

る
。

 
-「

書
面

又
は

判
決
の

概
要
」

欄
に
下

記
の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

「
売

却
許
可

決
定

番
号

...
.及

び
...

.年
..月

..日
に
お

い
て

買
受
人

の
...

.裁
判
所

に
対

す
る
代

金
の

支
払

い
、

リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
に
よ

り
、

...
...

.（
氏

名
）
の

永
借
権

を
...

...
.（

氏
名

）
に

移
転
す

る
（

青
イ
ン

ク
若

し
く
は

黒
イ
ン

ク
）
。
刻
印

を
押
し

、
登
記

日
を
記

入
す
る

（
赤
イ

ン
ク
）
。」

 
-「

氏
名

及
び

財
産
の

種
類
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「
氏

名
 （

新
永

借
権
者

の
氏
名

）
」
（
青
イ

ン
ク

又
は
黒

イ
ン
ク

）
 

-「
生

年
月
日

び
出
生

地
」
欄

に
次
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「
生

年
月
日

及
び
出

生
地
（

新
永
借

権
者
の

生
年
月

日
及
び

出
生
地

）」
（

青
イ
ン
ク

又
は
黒

イ
ン
ク

）
 

-「
家

系
」
欄

に
次
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「
氏

名
...

...
..及

び
氏

名
...

...
...

.（
新
永

借
権

者
の
父

母
の
氏

名
）
」
（
青

イ
ン

ク
又
は

黒
イ
ン

ク
）。

 
 ｄ

 永
借
権

共
有
持

分
の
移

転
登
記

は
「
永

借
権
登

記
簿
」

に
次

の
よ
う

に
記

載
す

る
。

 
-「

書
面

又
は

判
決
の

概
要
」

欄
に
下

記
の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

「
売

却
許
可

決
定

番
号

...
.及

び
...

.年
..月

..日
に
お

い
て

買
受
人

の
...

.裁
判
所

に
対

す
る
代

金
の

支
払

い
、

リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
. 
に

よ
り
、

...
...

.（
氏
名

）
の
永

借
権
の

共
有
分

を
...

...
.（

氏
名

）
に

移
転

す

る
（

青
イ
ン

ク
若
し

く
は
黒

イ
ン
ク

）
。
刻

印
を

押
し
、

登
記
日

を
記
入

す
る
（

赤
イ
ン

ク
）。
」

 
「
氏

名
及
び

財
産
の

種
類
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「
氏

名
 （

新
永

借
権
共

有
者
全

員
の
氏

名
を
記

載
す
る

）
（

青
イ
ン
ク

又
は
黒

イ
ン
ク

）。
 

 
た

だ
し
、

共
有
持

分
者

3 
名

以
上
の

場
合
は

、
地
籍

局
は
、

共
有
者

の
代
表

者
の
氏

名
を
記

載
し
、

共

有
者

全
員
の

氏
名
を

別
の
書

面
に
記

載
し
、

登
記
記

録
フ
ァ

イ
ル
に

付
け
る

。」
 

-「
生

年
月
日

及
び
出

生
地
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「
年

月
日
及

び
出
生

地
（
新

共
有
者

全
員
の

生
年
月

日
及
び

出
生
地

を
記
載

す
る
）
（
青

イ
ン
ク

又
は
黒

イ

ン
ク

）
。

 
 
た

だ
し
、

共
有
持

分
者
が

3 
名

以
上

の
場
合

は
、
地

籍
局
は

、
共
有

者
の
代

表
者
の

生
年
月

日
及

び
出

生
地

を
記

載
し

、
共

有
者

全
員

の
生

年
月

日
及

び
出

生
地

を
別

の
書

面
に

記
載

し
、

登
記

記
録

フ
ァ

イ
ル

に
付

け
る
。
」

 
-「

家
系

」
欄

に
次
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「
氏

名
...

...
..及

び
氏

名
...

...
...

.（
新
永

借
者

の
父
母

の
氏
名

）
（

青
イ
ン

ク
又
は

黒
イ
ン

ク
）。

 
た
だ

し
、
共

有
持
分

者
が

3 
名

以
上
の

場
合
は

、
地
籍

局
は
、

共
有
者

の
代
表

者
の
父

母
の
氏

名
を
記

載

し
、

共
有
者

全
員
の

父
母
の

氏
名
を

別
の
書

面
に
記

載
し
、

登
記
記

録
フ
ァ

イ
ル
に

付
け
る

。」
 

 ｅ
 用

益
権

の
移
転

登
記
は

「
用
益

権
登
記

簿
」
に

次
の
よ

う
に
記

載
す

る
。

 
-「

書
面

又
は

判
決
の

概
要
」

欄
に
下

記
の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

「
売

却
許
可

決
定

番
号

...
.及

び
...

.年
..月

..日
に
お

い
て

買
受
人

の
...

.裁
判
所

に
対

す
る
代

金
の

支
払

い
、

リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
に
よ

り
、

...
...

.（
氏

名
）
の

用
益
権

を
...

...
.（

氏
名

）
に

移
転
す

る
（

青
イ
ン

ク
若

し
く
は

黒
イ
ン

ク
）
。
刻
印

を
押
し

、
登
記

日
を
記

入
す
る

（
赤
イ

ン
ク
）
。」

 
-「

氏
名

及
び

財
産
の

種
類
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「
氏

名
 （

新
用

益
権
者

の
氏
名

を
記
載

す
る
）
（
青

イ
ン

ク
又

は
黒
イ

ン
ク
）。

」
 

-「
生

年
月
日

及
び
出

生
地
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「
年

月
日
及

び
出
生

地
（
新

用
益
権

者
の
生

年
月
日

及
び
出

生
地
を

記
載
す

る
）（

青
イ

ン
ク
又

は
黒
イ

ン

ク
）
。
」

 
-「

家
系

」
欄

に
次
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「
氏

名
...

...
..及

び
氏

名
...

...
...

.（
新
用

益
権

者
の
父

母
の
氏

名
）
（

青
イ

ン
ク
又

は
黒
イ

ン
ク
）
。」

 
 ｆ

 用
益
権

共
有
持

分
の
移

転
登
記

は
「
用

益
権
登

記
簿
」

に
次

の
よ
う

に
記

載
す

る
。

 
-「

書
面

又
は

判
決
の

概
要
」

欄
に
下

記
の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

「
売

却
許
可

決
定

番
号

...
.及

び
...

.年
..月

..日
に
お

い
て

買
受
人

の
...

.裁
判
所

に
対

す
る
代

金
の

支
払

い
、

リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
. 
に

よ
り
、

...
...

.（
氏
名

）
の
用

益
権
の

共
有
分

を
...

...
.（

氏
名

）
に

移
転

す

る
（

青
イ
ン

ク
若
し

く
は
黒

イ
ン
ク

）
。
刻

印
を

押
し
、

登
記
日

を
記
入

す
る
（

赤
イ
ン

ク
）。
」

 
「
氏

名
及
び

財
産
の

種
類
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「
氏

名
 （

新
用

益
権

共
有

者
全
員

の
氏
名

を
記
載

す
る
）
（

青
イ
ン
ク

又
は
黒

イ
ン
ク

）。
 

 
た

だ
し
、

共
有
持

分
者

3 
名

以
上
の

場
合
は

、
地
籍

局
は
、

共
有
者

の
代
表

者
の
氏

名
を
記

載
し
、

共

有
者

全
員
の

氏
名
を

別
の
書

面
に
記

載
し
、

登
記
記

録
フ
ァ

イ
ル
に

付
け
る

。」
 

-「
生

年
月
日

及
び
出

生
地
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「
年

月
日
及

び
出
生

地
（
新

共
有
者

全
員
の

生
年
月

日
及
び

出
生
地

を
記
載

す
る
）
（
青

イ
ン
ク

又
は
黒

イ
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ン
ク

）
。

 
 
た

だ
し
、

共
有
持

分
者
が

3 
名

以
上

の
場
合

は
、
地

籍
局
は

、
共
有

者
の
代

表
者
の

生
年
月

日
及

び
出

生
地

を
記

載
し

、
共

有
者

全
員

の
生

年
月

日
及

び
出

生
地

を
別

の
書

面
に

記
載

し
、

登
記

記
録

フ
ァ

イ
ル

に
付

け
る
。
」

 
-「

家
系

」
欄

に
次
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「
氏

名
...

...
..及

び
氏

名
...

...
...

.（
新
用

益
権

者
の
父

母
の
氏

名
）
（

青
イ
ン

ク
又
は

黒
イ
ン

ク
）。

 
た
だ

し
、
共

有
持
分

者
が

3 
名

以
上
の

場
合
は

、
地
籍

局
は
、

共
有
者

の
代
表

者
の
父

母
の
氏

名
を
記

載

し
、

共
有
者

全
員
の

父
母
の

氏
名
を

別
の
書

面
に
記

載
し
、

登
記
記

録
フ
ァ

イ
ル
に

付
け
る

。」
 

 2-
 売

却
に
よ

り
消
滅

し
た
権

利
又
は

売
却
に

よ
り
効

力
を
失

っ
た
権

利
の
取

得
に
係

る
抹
消

登
記

 
売

却
に

よ
り

消
滅

し
た

権
利

又
は

売
却

に
よ

り
効

力
を

失
っ

た
権

利
の

取
得

に
係

る
抹

消
登

記
は

、
取

得
さ

れ
た
権

利
と
同

様
の
欄

に
次
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「

売
却
許

可
決

定
番
号

...
.及

び
...

.年
..月

..日
に
お

い
て

買
受

人
の

...
.裁

判
所

に
対

す
る

代
金
の

支
払

い
、

リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
に
よ

り
、

...
...

.（
所

有
権

移
転
、
永
借

権
、
用

益
権
、
抵

当
権

等
）
の

登
記

を

抹
消

す
る
（

青
イ
ン

ク
若
し

く
は
黒

イ
ン
ク

）
。

刻
印
を

押
し
、

登
記
日

を
記
入

す
る
（

赤
イ
ン

ク
）。
」

 
 

3-
売

却
に

よ
り
失

効
と
な

っ
た
処

分
禁
止

の
仮
処

分
の
登

記
の
抹

消
登
記

 
 

売
却

に
よ

り
失

効
と

な
っ

た
処

分
禁

止
の

仮
処

分
の

登
記

の
抹

消
登

記
は

、
仮

処
分

登
記

と
同

様
の

欄

に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「
売

却
許
可

決
定

番
号

...
.及

び
...

.年
..月

..日
に
お

い
て

買
受
人

の
...

.裁
判
所

に
対

す
る
代

金
の

支
払

い
、

リ
フ

ァ
レ

ン
ス

番
号

A
j..

...
に

よ
り

、
仮

処
分

の
登

記
を

抹
消

す
る

（
赤
イ

ン
ク

）
。

刻
印

を
押

し
、

登
記

日
を

記
入
す

る
（
青

イ
ン
ク

若
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。」

 
4-
差

押
え

又
は
仮

差
押
登

記
の
抹

消
登
記

 
 

差
押

え
又

は
仮

差
押

登
記

の
抹

消
登

記
は

、
差

押
え

又
は

仮
差

押
登

記
と

同
様

の
欄

に
次

の
よ

う
に

記

載
す

る
。

 
「
売

却
許
可

決
定

番
号

...
.及

び
...

.年
..月

..日
に
お

い
て

買
受
人

の
...

.裁
判
所

に
対

す
る
代

金
の

支
払

い
、

リ
フ

ァ
レ

ン
ス

番
号

A
j..

...
に

よ
り

、
差

押
え

又
は

仮
差

押
え

の
登

記
を
抹

消
す

る
（

赤
イ

ン
ク
）
。

刻
印

を
押

し
、
登

記
日
を

記
入
す

る
（
青

イ
ン
ク

若
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）。
」

 
訳

注
：

24
条

・
25

条
・

30
条

等
に

照
ら

す
と

、
本

条
3
項

・
4
項

の
「

赤
イ

ン
ク

」
は

「
青

イ
ン

ク
若

し
く

は
黒

イ
ン

ク
」

と
、
「

青
イ

ン
ク

若
し

く
は

黒
イ

ン
ク

」
は

「
赤

イ
ン

ク
」

と
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
が

、
訳

は
原

文
ど

お
り

と
な

っ
て

い
る

。
 

 
第

 4
 款

 
抵
当

権
又
は

そ
の
他

の
担
保

権
に
よ

っ
て
担

保
さ
れ

た
債
権

に
対
す

る
強
制

執
行
に

係
る
登

記
方
法

 
 第

29
 条

：
抵

当
権
そ

の
他
の

担
保
権

に
よ
っ

て
担
保

さ
れ
た

債
権
の

差
押
え

に
つ
い

て
の
土

地
登
記

簿
、

永
借

権
登
記

簿
、
用

益
権
登

記
簿
へ

の
登
記

方
法

 

 
地

籍
局
が

第
13

 条
（
民
事

訴
訟
法

第
40

3 
条

10
 項

に
基
づ

く
抵
当

権
、
も

し
く
は

そ
の
他

の
担
保

権
に

よ
っ

て
担

保
さ

れ
た

債
権

の
差

押
登

記
に

関
す

る
嘱

託
書

）
に

規
定

さ
れ

た
嘱

託
書

を
受

理
し

た
と

き
は

、
差
押

え
の
種

類
に
従

っ
て
登

記
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
ａ

 所
有

権
上

に
設

定
さ

れ
た

抵
当

権
又

は
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権
に

対
す

る
差

押
登

記
は
、
「
土

地
登
記

簿
」

の
「

不
動
産

負
担
」

欄
に
下

記
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

...
..執

行
裁

判
所

の
決
定

番
号

...
...
、
レ

フ
ァ

レ
ン
ス

番
号

A
j..

...
 

に
基

づ
く

執
行

債
務

者
...

...
...
（

氏
名

）
の

債
権

を
差

押
え

る
（

赤
イ

ン
ク

）
。

刻
印

を
押

し
、

登
記

日
を

記
入

す
る

（
青

イ
ン
ク

も
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
」

 
 ｂ

 所
有

権
の

共
有

持
分

上
に

設
定

さ
れ

た
抵

当
権

又
は

そ
の

他
の

担
保

権
に

よ
っ

て
担

保
さ

れ
た

債
権

に
対

す
る
差

押
登
記

は
、
「
土
地

登
記
簿

」
の
「

不
動
産

負
担
」

の
欄

に
下

記
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

...
..執

行
裁

判
所

の
決
定

番
号

...
...
、
レ

フ
ァ

レ
ン
ス

番
号

A
j..

...
 

に
基

づ
く

執
行

債
務

者
...

...
...
（

氏
名

）
の

債
権

を
差

押
え

る
（

赤
イ

ン
ク

）
。

刻
印

を
押

し
、

登
記

日
を

記
入

す
る

（
青

イ
ン
ク

も
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
」

 
 ｃ

 永
借

権
上

に
設

定
さ

れ
た

抵
当

権
又

は
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権
に

対
す

る
差

押
登

記
は
、
「
永

借
権
登

記
簿
」

の
「
不

動
産
負

担
」
の

欄
に
下

記
の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

「
...

.年
...

.月
...

.日
付
の

...
...

...
..執

行
裁

判
所

の
決
定

番
号

...
...
、
レ

フ
ァ

レ
ン
ス

番
号

A
j..

...
 

に
基

づ
く

執
行

債
務

者
...

...
...
（

氏
名

）
の

債
権

を
差

押
え

る
（

赤
イ

ン
ク

）
。

刻
印

を
押

し
、

登
記

日
を

記
入

す
る

（
青

イ
ン
ク

も
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
」

 
 ｄ

 永
借

権
の

共
有

持
分

上
に

設
定

さ
れ

た
抵

当
権

又
は

そ
の

他
の

担
保

権
に

よ
っ

て
担

保
さ

れ
た

債
権

に
対

す
る
差

押
登
記

は
、
「
永
借

権
登
記

簿
」
の

「
不
動

産
負
担

」
の

欄
に

下
記
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

...
..執

行
裁

判
所

の
決
定

番
号

...
...
、
レ

フ
ァ

レ
ン
ス

番
号

A
j..

...
 

に
基

づ
く

執
行

債
務

者
...

...
...
（

氏
名

）
の

債
権

を
差

押
え

る
（

赤
イ

ン
ク

）
。

刻
印

を
押

し
、

登
記

日
を

記
入

す
る

（
青

イ
ン
ク

も
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
」

 
 ｅ

 用
益

権
上

に
設

定
さ

れ
た

抵
当

権
又

は
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権
に

対
す

る
差

押
登

記
は
、
「
用

益
権
登

記
簿
」

の
「
不

動
産
負

担
」
の

欄
に

次
下

記
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

...
..執

行
裁

判
所

の
決
定

番
号

...
...
、
レ

フ
ァ

レ
ン
ス

番
号

A
j..

...
 

に
基

づ
く

執
行

債
務

者
...

...
...
（

氏
名

）
の

債
権

を
差

押
え

る
（

赤
イ

ン
ク

）
。

刻
印

を
押

し
、

登
記

日
を

記
入

す
る

（
青

イ
ン
ク

も
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
」

 
 ｆ

 用
益

権
の

共
有

持
分

上
に

設
定

さ
れ

た
抵

当
権

又
は

そ
の

他
の

担
保

権
に

よ
っ

て
担

保
さ

れ
た

債
権

に
対

す
る

差
押

登
記

は
、
「

用
益

権
登

記
簿

」
の

「
不

動
産

負
担

」
の

欄
に

次
下

記
の

よ
う

に
記

載
す

る
。
 

「
...

.年
...

.月
...

.日
付
の

...
...

...
..執

行
裁

判
所

の
決
定

番
号

...
...
、
レ

フ
ァ

レ
ン
ス

番
号

A
j..

...
 

に
基

づ
く

78
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執
行

債
務

者
...

...
...
（

氏
名

）
の

債
権

を
差

押
え

る
（

赤
イ

ン
ク

）
。

刻
印

を
押

し
、

登
記

日
を

記
入

す
る

（
青

イ
ン
ク

も
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
」

 
 第

30
 条

：
債

権
差
押

の
抹
消

登
記
に

つ
い
て

の
土

地
登

記
簿
、
永

借
権

登
記
簿

、
用
益

権
登
記

簿
へ
の

登

記
方

法
 

 
地

籍
局
が

第
14

 条
（

民
事
訴

訟
法

 4
08

 条
、

41
0 

条
、

41
1 

条
に
基

づ
く
債

権
の
差

押
登
記

の
抹
消

登
記

嘱
託

書
）

に
規

定
さ

れ
た

嘱
託

書
を

受
理

し
た

と
き

は
、

債
権

差
押

の
抹

消
登

記
は

、
差

押
え

の
種

類
に

従
っ
て

登
記
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
a 

所
有

権
又

は
所

有
権

の
共

有
持

分
上

に
設

定
さ

れ
た

抵
当

権
又

は
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ

れ
た

債
権

差
押

え
の

抹
消

登
記

は
、

債
権

差
押

登
記

の
場

合
と

同
様

に
「

土
地

登
記

簿
」

の
「

不
動

産
負

担
」

欄
に
下

記
の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

「
...

.年
...

.月
...

.日
付
の

...
...
執

行
裁

判
所
の

決
定
番

号
...

...
.、

リ
フ

ァ
レ

ン
ス
番

号
A

j .
...
、
も

し
く

は
...

.
年

...
月

...
日

付
の

債
権

執
行

申
立

て
の

取
下

げ
、

も
し

く
は

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

第
三

債
務

者
に

よ
る

返

済
、

も
し

く
は

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

第
三

債
務

者
の

寄
託

に
基

づ
き

、
...

.年
...
月

...
日

付
の

...
...

..裁
判

所

の
決

定
番

号
...

.に
よ

る
...

...
..の

差
押

え
を

抹
消

す
る

（
青

イ
ン

ク
若

し
く

は
黒

イ
ン

ク
）
。

刻
印

を
押

し
、

登
記

日
を
記

入
す
る

（
赤
イ

ン
ク
）
。
」

 
 b 

永
借

権
又

永
借

権
共

有
持

分
上

に
設

定
さ

れ
た

抵
当

権
又

は
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た

債
権

差
押
え

の
抹
消

登
記
は

、
債
権

差
押
登

記
の
場

合
と
同

様
に
「

永
借
権

登
記
簿

」
の
「

不
動
産

負
担
」

欄
に

下
記
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...
執

行
裁

判
所
の

決
定
番

号
...

...
.、

リ
フ

ァ
レ

ン
ス
番

号
A

j .
...
、
も

し
く

は
...

.
年

...
月

...
日

付
の

債
権

執
行

申
立

て
の

取
下

げ
、

も
し

く
は

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

第
三

債
務

者
に

よ
る

返

済
、

も
し

く
は

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

第
三

債
務

者
の

寄
託

に
基

づ
き

、
...

.年
...
月

...
日

付
の

...
...

..裁
判

所

の
決

定
番

号
...

.に
よ

る
...

...
..の

差
押

え
を

抹
消

す
る

（
青

イ
ン

ク
若

し
く

は
黒

イ
ン

ク
）
。

刻
印

を
押

し
、

登
記

日
を
記

入
す
る

（
赤
イ

ン
ク
）
。
」

 
 c 
用

益
権

又
は

用
益

権
共

有
持

分
上

に
設

定
さ

れ
た

抵
当

権
又

は
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権
差

押
え

の
抹

消
登

記
は

、
債

権
差

押
登

記
の

場
合

と
同

様
に

「
用

益
権

登
記

簿
」

の
「

不
動

産
負

担
」

欄
に
下

記
の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

「
...

.年
...

.月
...

.日
付
の

...
...
執

行
裁

判
所
の

決
定
番

号
...

...
.、

リ
フ

ァ
レ

ン
ス
番

号
A

j .
...
、
も

し
く

は
...

.
年

...
月

...
日

付
の

債
権

執
行

申
立

て
の

取
下

げ
、

も
し

く
は

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

第
三

債
務

者
に

よ
る

返

済
、

も
し

く
は

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

第
三

債
務

者
の

寄
託

に
基

づ
き

、
...

.年
...
月

...
日

付
の

...
...

..裁
判

所

の
決

定
番

号
...

.に
よ

る
...

...
..の

差
押

え
を

抹
消

す
る

（
青

イ
ン

ク
若

し
く

は
黒

イ
ン

ク
）
。

刻
印

を
押

し
、

登
記

日
を
記

入
す
る

（
赤
イ

ン
ク
）
。
」

 
 第

 3
1 

条
：

抵
当

権
又

は
そ

の
他

の
担

保
権

の
移

転
登

記
に

つ
い

て
の

土
地

登
記

簿
、

永
借

権
登

記
簿

、

用
益

権
登
記

簿
へ
の

登
記
方

法
 

 
地

籍
局
が

第
15

 条
（
民
事

訴
訟
法

第
41

3 
条

10
 項

に
基
づ

く
抵
当

権
そ
の

他
の
担

保
権
の

移
転
登

記
の

嘱
託

書
）

に
規

定
さ

れ
た

嘱
託

書
を

受
理

し
た

と
き

は
、

そ
の

種
類

に
し

た
が

っ
て

移
転

登
記

ま
た

は
抹

消
登
記

が
行
わ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
1-

 移
転

登
記

 
ａ

 所
有
権

又
は
所

有
権
の

共
有
持

分
上
に

設
定
さ

れ
た
抵

当
権
又

は
そ
の

他
の
担

保
権
の

登
記

は
「

土
地

登
記

簿
」
の

「
不
動

産
負
担

」
の
欄

に
下
記

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「

執
行

官
が

売
却

代
金

の
支

払
い

を
受

け
た

...
.年

...
.月

...
.日

、
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
番

号
A

j..
...

..に
基

づ
い

て
、

...
...

...
（

氏
名

）
に

移
転
す

る
。
（

青
イ
ン

ク
も
し

く
は
黒

イ
ン
ク

）
。

刻
印

を
押

し
、

登
記
日

を
記
入

す
る

（
赤
イ

ン
ク
）
。
」

 
 ｂ

 永
借
権

又
は
永

借
権
の

共
有
持

分
上

に
設
定

さ
れ
た

抵
当
権

又
は
そ

の
他
の

担
保
権

の
登
記

は
「

永
借

権
簿

」
の
「

不
動
産

負
担
」

の
欄
に

下
記
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「

執
行

官
が

売
却

代
金

の
支

払
い

を
受

け
た

...
.年

...
.月

...
.日

、
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
番

号
A

j..
...

..に
基

づ
い

て
、

...
...

...
（

氏
名

）
に

移
転
す

る
。
（

青
イ
ン

ク
も
し

く
は
黒

イ
ン
ク

）
。

刻
印

を
押

し
、

登
記
日

を
記
入

す
る

（
赤
イ

ン
ク
）
。
」

 
 ｃ

 用
益
権

又
は
用

益
権
の

共
有
持

分
上
に

設
定
さ

れ
た
抵

当
権
又

は
そ
の

他
の
担

保
権
の

登
記
は
「

用
益

権
簿

」
の
「

不
動
産

負
担
」

の
欄
に

下
記
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「

執
行

官
が

売
却

代
金

の
支

払
い

を
受

け
た

...
.年

...
.月

...
.日

、
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
番

号
A

j..
...

..に
基

づ
い

て
、

...
...

...
（

氏
名

）
に

移
転
す

る
。
（

青
イ
ン

ク
も
し

く
は
黒

イ
ン
ク

）
。

刻
印

を
押

し
、

登
記
日

を
記
入

す
る

（
赤
イ

ン
ク
）
。
」

 
 2-

 抹
消

登
記

 
ａ

 不
動

産
所

有
権

又
は

所
有

権
の

共
有

持
分

上
に

設
定

さ
れ

た
抵

当
権

そ
の

他
の

担
保

権
に

よ
っ

て
担

保
さ

れ
た
債

権
差
押

の
抹
消

登
記
は

、
債
権

差
押
え

登
記
の

場
合
と

同
様
に

、
「
土

地
登
記

簿
」
の

「
不
動

産
の

負
担
」

欄
に
下

記
の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

「
執

行
官
が

売
却
代

金
の
支

払
い
を

受
け
た

...
.年

...
.月

...
.日

、
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
..、

に
基

づ
い

て
、

...
.年

...
. 月

.. .
.日

付
の

...
...

...
裁

判
所

の
決

定
番
号

...
...

...
に

よ
る

...
...

...
.差

押
え
を

抹
消

す
る
。（

青
イ

ン
ク

も
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
刻

印
を
押

し
、
登

記
日
を

記
入
す

る
（
赤

イ
ン
ク

）。
」

 
 ｂ

 永
借

権
又

は
永

借
権

の
共

有
持

分
上

に
設

定
さ

れ
た

抵
当

権
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権
差
押

の
抹
消

登
記
は

、
債
権

差
押
え

登
記
の

場
合
と

同
様
に

、
「

永
借
権
登

記
簿

」
の
「

不
動
産

の

負
担

」
欄
に

下
記
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「
執

行
官
が

売
却
代

金
の
支

払
い
を

受
け
た

...
.年

...
.月

...
.日

、
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
..、

に
基

づ
い

て
、

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

...
裁

判
所

の
決

定
番
号

...
...

...
に

よ
る

...
...

...
.差

押
え
を

抹
消

す
る
。（

青
イ
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ン
ク

も
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
刻

印
を
押

し
、
登

記
日
を

記
入
す

る
（
赤

イ
ン
ク

）。
」

 
 ｃ

 用
益

権
又

は
用

益
権

の
共

有
持

分
上

に
設

定
さ

れ
た

抵
当

権
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権
差
押

の
抹
消

登
記
は

、
債
権

差
押
え

登
記
の

場
合
と

同
様
に

、
「

用
益
権
登

記
簿

」
の
「

不
動
産

の

負
担

」
欄
に

下
記
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「
執

行
官
が

売
却
代

金
の
支

払
い
を

受
け
た

...
.年

...
.月

...
.日

、
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
..、

に
基

づ
い

て
、

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

...
裁

判
所

の
決

定
番
号

...
...

...
に

よ
る

...
...

...
.差

押
え
を

抹
消

す
る
。（

青
イ

ン
ク

も
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
刻

印
を
押

し
、
登

記
日
を

記
入
す

る
（
赤

イ
ン
ク

）。
」

 
  

第
5 

款
 

 
不

動
産
に

対
す
る

仮
差
押

の
執
行

に
関
す

る
登
記

方
法

 
 第

32
 条

：
仮

差
押
え

の
登
記

に
つ
い

て
の

 土
地

登
記
簿

、
永
借

権
登
記

簿
、
用

益
権
登

記
簿
へ

の
登
記

方
法

 
 
地

籍
局
が

第
16

 条
（
民

事
訴
訟

法
第

56
7 

条
3 

項
、

4 
項

、
第

42
0 

条
、
第

42
4 

条
、
第

42
5 

条

に
基

づ
く

仮
差

押
登

記
嘱

託
書

）
に

規
定

さ
れ

た
嘱

託
書

を
受

理
し

た
と

き
は

、
仮

差
押

え
の

種
類

に
従

っ
て

登
記
を

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

ａ
 所

有
権

仮
差
押

え
の
場

合
は
、
「

土
地
登
記

簿
」
の

「
不
動

産
負
担

」
欄
に

次
の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

「
...

.年
...

.月
...

.日
付
の

...
...
裁

判
所

の
決
定

番
号

...
...

.、
リ

フ
ァ
レ

ン
ス
番

号
A

j 
...

. 
に
基

づ
い

て
、
所

有
権

を
仮
に

差
押
え

る
（
赤

イ
ン
ク

）
。
刻

印
を
押

し
、
登

記
日
を

記
入
す

る
（
青

イ
ン
ク

も
し
く

は
黒
イ

ン
ク

）
。
」

 
 ｂ

 所
有

権
の

共
有

持
分

の
仮

差
押

え
の

場
合

は
、
「

土
地

登
記

簿
」

の
「

不
動

産
負

担
」

欄
に

次
の

よ
う

に
記

載
す
る

。
 

「
...

.年
...

.月
...

.日
付
の

...
...
裁

判
所

の
決
定

番
号

...
...

.、
リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j .

...
 に

基
づ

い
て

、
...

...
...

.
（
氏

名
）
の

所
有
権

の
共
有

持
分
を

仮
に
差

押
え
る

（
赤
イ

ン
ク
）
。
刻

印
を
押

し
、
登

記
日
を

記
入
す

る

（
青

イ
ン
ク

も
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
」

 
 ｃ

 永
借

権
の

仮
差

押
え

の
場

合
は

、
「

永
借

権
登

記
簿

」
の

「
不

動
産

負
担

」
欄

に
次

の
よ

う
に

記
載

す

る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...
裁

判
所

の
決
定

番
号

...
...

.、
リ

フ
ァ
レ

ン
ス
番

号
A

j 
...

. 
に
基

づ
い

て
、
永

借
権

を
仮
に

差
押
え

る
（
赤

イ
ン
ク

）
。
刻

印
を
押

し
、
登

記
日
を

記
入
す

る
（
青

イ
ン
ク

も
し

く
は
黒

イ

ン
ク

）
。
」

 
 ｄ

 永
借

権
の

共
有

持
分

の
仮

差
押

え
の

場
合

は
、
「

永
借

権
登

記
簿

」
の

「
不

動
産

負
担

」
欄

に
次

の
よ

う
に

記
載
す

る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...
裁

判
所

の
決
定

番
号

...
...

.、
リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j .

...
 に

基
づ

い
て

、
...

...
...

.
（
氏

名
）
の

永
借
権

の
共
有

持
分
を

仮
に
差

押
え
る

（
赤
イ

ン
ク
）
。
刻

印
を
押

し
、
登

記
日
を

記
入
す

る

（
青

イ
ン
ク

も
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
」

 
 ｅ

 用
益

権
の

仮
差

押
え

の
場

合
は

、
「

用
益

権
登

記
簿

」
の

「
不

動
産

負
担

」
欄

に
次

の
よ

う
に

記
載

す

る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...
裁

判
所

の
決
定

番
号

...
...

.、
リ

フ
ァ
レ

ン
ス
番

号
A

j 
...

. 
に
基

づ
い

て
、
用

益
権

を
仮
に

差
押
え

る
（
赤

イ
ン
ク

）
。
刻

印
を
押

し
、
登

記
日
を

記
入
す

る
（
青

イ
ン
ク

も
し
く

は
黒
イ

ン
ク

）
。
」

 
 ｆ

 用
益

権
の

共
有

持
分

の
仮

差
押

え
の

場
合

は
、
「

用
益

権
登

記
簿

」
の

「
不

動
産

負
担

」
欄

に
次

の
よ

う
に

記
載
す

る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...
裁

判
所

の
決
定

番
号

...
...

.、
リ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j .

...
 に

基
づ

い
て

、
...

...
...

.
（
氏

名
）
の

用
益
権

の
共
有

持
分
を

仮
に
差

押
え
る

（
赤
イ

ン
ク
）
。
刻

印
を
押

し
、
登

記
日
を

記
入
す

る

（
青

イ
ン
ク

も
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
」

 
 第

 3
3 

条
：

 仮
差

押
え
の

抹
消
登

記
に
つ

い
て
の

土
地
登

記
簿
、
永

借
権

登
記
簿

、
用
益

権
登
記

簿
へ
の

登
記

方
法

 
 
地

籍
局
が

第
17

 条
（

民
事

訴
訟
法

第
56

7 
条

3 
項

、
4 

項
及

び
第

42
8 

条
に

基
づ

く
仮
差

押
登
記

の
抹

消
登

記
嘱

託
書

）
に

規
定

さ
れ

た
嘱

託
書

を
受

理
し

た
と

き
は

、
仮

差
押

え
の

抹
消

登
記

を
そ

の
種

類
に

従
っ
て

登
記
を

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

ａ
 所

有
権

の
仮

差
押
え

も
し
く

は
所

有
権

の
共

有
持
分

の
仮

差
押

え
登

記
の

抹
消

登
記
は

、
所
有

権
若
し

く
は

所
有
権

の
共
有

持
分
の

仮
差
押

え
登
記

の
場
合

と
同
様

に
、
「
土
地

登
記
簿

」
の
「

不
動
産

の
負
担

」

欄
に

下
記
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...
執

行
裁

判
所
の

決
定
番

号
...

...
.、

リ
フ

ァ
レ

ン
ス
番

号
A

j .
...
、
も

し
く

は
...

.
年

...
月

...
日

付
の

決
定
申

立
の

取
下
げ

ま
た

は
仮
差

押
え
の

執
行
申

立
て

の
取
下

げ
に

よ
り
、

...
.年

...
月

...
日
付

の
...

...
..裁

判
所

の
決

定
番
号

...
.に

よ
る

...
...

..の
差
押

え
を
抹

消
す
る
（

青
イ

ン
ク
若

し
く
は

黒
イ
ン

ク
）
。
刻

印
を
押

し
、
登

記
日
を

記
入
す

る
（
赤

イ
ン
ク

）。
」

 
 ｂ

 永
借
権

の
仮
差

押
も
し

く
は
永

借
権
の

共
有
持

分
の
仮

差
押
え

の
登

記
の
抹

消
登
記

は
、
永
借

権
も
し

く
は

永
借
権

の
共
有

持
分
の

仮
差
押

え
の
登

記
の
場

合
と
同

様
に
、「

永
借

権
登
記

簿
」
の

「
不
動

産
の
負

担
」

欄
に
下

記
の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

「
...

.年
...

.月
...

.日
付
の

...
...
執

行
裁

判
所
の

決
定
番

号
...

...
.、

リ
フ

ァ
レ

ン
ス
番

号
A

j .
...
、
も

し
く

は
...

.
年

...
月

...
日

付
の

決
定
申

立
の

取
下
げ

ま
た

は
仮
差

押
え
の

執
行
申

立
て

の
取
下

げ
に

よ
り
、

...
.年

...
月

...
日
付

の
...

...
..裁

判
所

の
決

定
番
号

...
.に

よ
る

...
...

..の
差
押

え
を
抹

消
す
る
（

青
イ

ン
ク
若

し
く
は

黒
イ
ン

80
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ク
）
。
刻

印
を
押

し
、
登

記
日
を

記
入
す

る
（
赤

イ
ン
ク

）。
」

 
 ｃ

 用
益
権

の
仮

の
差
押

も
し
く

は
用
益

権
の
共

有
持
分

の
仮
差

押
え
の

登
記
の

抹
消
登

記
は

、
用

益
権
も

し
く

は
用
益

権
の
共

有
持
分

の
仮
差

押
え
の

登
記
の

場
合
と

同
様
に

、
「

用
益
権
登

記
簿

」
の
「

不
動
産

の

負
担

」
欄
に

下
記
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...
執

行
裁

判
所
の

決
定
番

号
...

...
.、

リ
フ

ァ
レ

ン
ス
番

号
A

j .
...
、
も

し
く

は
...

.
年

...
月

...
日

付
の

決
定
申

立
の

取
下
げ

ま
た

は
仮
差

押
え
の

執
行
申

立
て

の
取
下

げ
に

よ
り
、

...
.年

...
月

...
日
付

の
...

...
..裁

判
所

の
決

定
番
号

...
.に

よ
る

...
...

..の
差
押

え
を
抹

消
す
る
（

青
イ

ン
ク
若

し
く
は

黒
イ
ン

ク
）
。
刻

印
を
押

し
、
登

記
日
を

記
入
す

る
（
赤

イ
ン
ク

）。
」

 
   

第
 6

 款
 

抵
当

権
又
は

そ
の
他

の
担
保

権
に
よ

っ
て
担

保
さ
れ

た
債
権

の
仮
差

押
え
の

執
行
に

係
る
登

記
方
法

 
 第

 3
4 

条
：

抵
当

権
又

は
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権
の

仮
差

押
え

の
登

記
に

つ
い

て

の
土

地
登
記

簿
、
永

借
権
登

記
簿
、

用
益
権

登
記
簿

へ
の
登

記
方
法

 
 
地

籍
局
が

第
18

 条
（

民
事

訴
訟
法

第
56

6 
条

に
基

づ
く
抵

当
権
そ

の
他
の

担
保
権

に
よ

っ
て

担
保
さ

れ
た

債
権

に
対

す
る

仮
差

押
え

の
登

記
嘱

託
書

）
に

規
定

さ
れ

た
嘱

託
書

を
受

理
し

た
と

き
は

、
仮

差
押

え
の

種
類
に

従
っ
て

登
記
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
ａ

 所
有

権
上

に
設

定
さ

れ
た

抵
当

権
又

は
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権
に

対
す

る
仮

差
押

え
登
記

は
、
「

土
地

登
記
簿

」
の
「

不
動
産

負
担
」

欄
に
次

の
よ

う
に

記
載
す

る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

...
..裁

判
所

の
決

定
番
号

...
...
、
レ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
 

に
基
づ

く
執
行

債
務

者
...

...
...
（

氏
名

）
の

債
権

を
仮

に
差

押
え

る
（

赤
イ

ン
ク

）
。

刻
印

を
押

し
、

登
記

日
を

記
入

す
る

（
青

イ
ン
ク

も
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
」

 
 ｂ

 所
有

権
の

共
有

持
分

上
に

設
定

さ
れ

た
抵

当
権

又
は

そ
の

他
の

担
保

権
に

よ
っ

て
担

保
さ

れ
た

債
権

に
対

す
る
仮

差
押
え

登
記
は

、
「

土
地
登
記

簿
」

の
「
不

動
産
負

担
」
欄

に
下

記
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

...
..裁

判
所

の
決

定
番
号

...
...
、
レ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
 

に
基
づ

く
執
行

債
務

者
...

...
...
（

氏
名

）
の

債
権

を
仮

に
差

押
え

る
（

赤
イ

ン
ク

）
。

刻
印

を
押

し
、

登
記

日
を

記
入

す
る

（
青

イ
ン
ク

も
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
」

 
 ｃ

 永
借

権
上

に
設

定
さ

れ
た

抵
当

権
又

は
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権
に

対
す

る
仮

差
押

え
登
記

は
、
「

永
借

権
登

記
簿

」
の
「

不
動
産

負
担
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

...
..裁

判
所

の
決

定
番
号

...
...
、
レ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
 

に
基
づ

く
執
行

債
務

者
...

...
...
（

氏
名

）
の

債
権

を
仮

に
差

押
え

る
（

赤
イ

ン
ク

）
。

刻
印

を
押

し
、

登
記

日
を

記
入

す
る

（
青

イ
ン
ク

も
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
」

 
 ｄ

 
永

借
権

の
共

有
持

分
上

に
設

定
さ

れ
た

抵
当

権
又

は
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権

に
対

す
る

仮
差

押
え

登
記

は
、
「

永
借

権
登

記
簿

」
の

「
不

動
産

負
担

」
欄

に
下

記
の

よ
う

に
記

載
す

る
。
 

「
...

.年
...

.月
...

.日
付
の

...
...

...
..裁

判
所

の
決

定
番
号

...
...
、
レ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
 

に
基
づ

く
執
行

債
務

者
...

...
...
（

氏
名

）
の

債
権

を
仮

に
差

押
え

る
（

赤
イ

ン
ク

）
。

刻
印

を
押

し
、

登
記

日
を

記
入

す
る

（
青

イ
ン
ク

も
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
」

 
 ｅ

 
用

益
権

上
に

設
定

さ
れ

た
抵

当
権

又
は

そ
の

他
の

担
保

権
に

よ
っ

て
担

保
さ

れ
た

債
権

に
対

す
る

仮

差
押

え
登
記

は
、
「

用
益

権
登
記

簿
」
の

「
不
動

産
負
担

」
欄
に

次
の
よ

う
に
記

載
す
る

。
 

「
...

.年
...

.月
...

.日
付
の

...
...

...
..裁

判
所

の
決

定
番
号

...
...
、
レ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
 

に
基
づ

く
執
行

債
務

者
...

...
...
（

氏
名

）
の

債
権

を
仮

に
差

押
え

る
（

赤
イ

ン
ク

）
。

刻
印

を
押

し
、

登
記

日
を

記
入

す
る

（
青

イ
ン
ク

も
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
」

 
 ｆ

 
用

益
権

の
共

有
持

分
上

に
設

定
さ

れ
た

抵
当

権
又

は
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権

に
対

す
る

仮
差

押
え

登
記

は
、
「

用
益

権
登

記
簿

」
の

「
不

動
産

負
担

」
欄

に
下

記
の

よ
う

に
記

載
す

る
。
 

「
...

.年
...

.月
...

.日
付
の

...
...

...
..裁

判
所

の
決

定
番
号

...
...
、
レ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
 

に
基
づ

く
執
行

債
務

者
...

...
...
（

氏
名

）
の

債
権

を
仮

に
差

押
え

る
（

赤
イ

ン
ク

）
。

刻
印

を
押

し
、

登
記

日
を

記
入

す
る

（
青

イ
ン
ク

も
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
」

 
 第

35
 条

：
抵

当
権

又
は
そ

の
他
の

担
保
権

に
よ
っ

て
担

保
さ
れ

た
債
権

の
仮
差

押
え
の

登
記
の

抹
消
登

記

に
つ

い
て
の

土
地
登

記
簿
、

永
借
権

登
記
簿

、
用
益

権
登
記

簿
へ
の

登
記
方

法
 

地
籍

局
が

第
19

 条
（
民

事
訴
訟

法
第

56
6 

条
第

5 
項
、

第
40

8 
条

、
第

41
1 

条
に

基
づ

く
抵
当

権

又
は

そ
の

他
の

担
保

権
に

よ
っ

て
担

保
さ

れ
た

債
権

に
対

す
る

仮
差

押
登

記
の

抹
消

登
記

嘱
託

書
）

に
規

定
さ

れ
た
嘱

託
書
を

受
理
し

た
と
き

は
、
仮

差
押
え

の
種
類

に
従
っ

て
登
記

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

ａ
 所

有
権

又
は

所
有

権
の

共
有

持
分

上
に

設
定

さ
れ

た
抵

当
権

又
は

そ
の

他
の

担
保

権
に

よ
っ

て
担

保

さ
れ

た
債

権
の

仮
差

押
え

の
抹

消
登

記
は

、
抵

当
権

若
し

く
は

そ
の

他
の

担
保

権
に

よ
っ

て
担

保
さ

れ
た

債
権

の
仮

差
押

え
登

記
の

場
合

と
同

様
に

「
土

地
登

記
簿

」
の

「
不

動
産

負
担

」
欄

に
下

記
の

よ
う

に
記

載
す

る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...
裁

判
所

の
決
定

番
号

...
...

.、
リ

フ
ァ

レ
ン
ス

番
号

A
j .

...
、
も
し

く
は

...
.年

...
月

...
日

付
の

抵
当

権
若

し
く

は
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権
の

仮
差

押
え

決
定

の
申

立

て
の

取
下

げ
、

も
し

く
は

抵
当

権
若

し
く

は
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権
の

仮
差

押
え

の
執

行
の

申
立

て
の

取
下

げ
に

基
づ

き
、

...
.年

...
月

...
日

付
の

...
...

..裁
判

所
の

決
定

番
号

...
.に

よ
る

...
...

..
の
仮

差
押
え

を
抹
消

す
る
（

青
イ
ン

ク
若
し

く
は
黒

イ
ン
ク

）
。

刻
印

を
押

し
、
登

記
日
を

記
入
す

る
（
赤

イ
ン

ク
）
。
」
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ｂ
 

永
借

権
又

は
永

借
権

の
共

有
持

分
上

に
設

定
さ

れ
た

抵
当

権
又

は
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権
の

仮
差

押
え

の
抹

消
登

記
は

、
抵

当
権

若
し

く
は

そ
の

他
の

担
保

権
に

よ
っ

て
担

保
さ

れ
た

債
権

の
仮

差
押

え
登

記
の

場
合

と
同

様
に

「
永

借
権

登
記

簿
」

の
「

不
動

産
負

担
」

欄
に

下
記

の
よ

う
に

記
載

す
る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...
裁

判
所

の
決
定

番
号

...
...

.、
リ

フ
ァ

レ
ン
ス

番
号

A
j .

...
、
も
し

く
は

...
.年

...
月

...
日

付
の

抵
当

権
若

し
く

は
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権
の

仮
差

押
え

決
定

の
申

立

て
の

取
下

げ
、

も
し

く
は

抵
当

権
若

し
く

は
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権
の

仮
差

押
え

の
執

行
の

申
立

て
の

取
下

げ
に

基
づ

き
、

...
.年

...
月

...
日

付
の

...
...

..裁
判

所
の

決
定

番
号

...
.に

よ
る

...
...

..
の
仮

差
押
え

を
抹
消

す
る
（

青
イ
ン

ク
若
し

く
は
黒

イ
ン
ク

）
。

刻
印
を

押
し
、

登
記
日

を
記
入

す
る
（

赤

イ
ン

ク
）
。
」

 
 ｃ

 
用

益
権

又
は

用
益

権
の

共
有

持
分

上
に

設
定

さ
れ

た
抵

当
権

又
は

そ
の

他
の

担
保

権
に

よ
っ

て
担

保

さ
れ

た
債

権
の

仮
差

押
え

の
抹

消
登

記
は

、
抵

当
権

若
し

く
は

そ
の

他
の

担
保

権
に

よ
っ

て
担

保
さ

れ
た

債
権

の
仮

差
押

え
登

記
の

場
合

と
同

様
に

「
用

益
権

登
記

簿
」

の
「

不
動

産
負

担
」

欄
に

下
記

の
よ

う
に

記
載

す
る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...
裁

判
所

の
決
定

番
号

...
...

.、
リ

フ
ァ

レ
ン
ス

番
号

A
j .

...
、
も
し

く
は

...
.年

...
月

...
日

付
の

抵
当

権
若

し
く

は
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権
の

仮
差

押
え

決
定

の
申

立

て
の

取
下

げ
、

も
し

く
は

抵
当

権
若

し
く

は
そ

の
他

の
担

保
権

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ

た
債

権
の

仮
差

押
え

の
執

行
の

申
立

て
の

取
下

げ
に

基
づ

き
、

...
.年

...
月

...
日

付
の

...
...

..裁
判

所
の

決
定

番
号

...
.に

よ
る

...
...

..
の
仮

差
押
え

を
抹
消

す
る
（

青
イ
ン

ク
若
し

く
は
黒

イ
ン
ク

）
。

刻
印
を

押
し
、

登
記
日

を
記
入

す
る
（

赤

イ
ン

ク
）
。
」

 
  

第
7 

款
 

仮
処
分

の
執
行

関
係
の

登
記
方

法
 

 第
36

 条
：

 不
動

産
処

分
禁
止

の
仮
処

分
の
登

記
に
つ

い
て
の

土
地
登

記
簿
、

永
借
権

登
記
簿

、
用
益

権

登
記

簿
へ
の

登
記
方

法
 

地
籍

局
が
第

20
 条

（
民

事
訴
訟

法
第

57
0 

条
、
第

4 2
0 

条
、
第

42
4 

条
、
第

42
5 

条
に

基
づ
く

処
分

禁
止

の
仮

処
分

の
登

記
嘱

託
書

）
に

規
定

さ
れ

た
嘱

託
書

を
受

理
し

た
と

き
は

、
処

分
禁

止
の

仮
処

分
の

種
類

に
従
っ

て
登
記

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

ａ
 所

有
権

の
処

分
禁

止
の

仮
処

分
の

登
記

は
、
「

土
地

登
記

簿
」

の
「

不
動

産
負

担
」

欄
に

次
の

よ
う

に

記
載

す
る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

...
..裁

判
所

の
決

定
番
号

...
...
、
レ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
 
に

基
づ
き

、
所

有
権

の
処
分

禁
止
の

仮
処
分

を
す
る

（
赤
イ

ン
ク
）
。
刻

印
を
押

し
、
登

記
日
を

記
入
す

る
（
青

イ
ン
ク

も

し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
」

 

 ｂ
 所

有
権

の
共

有
持

分
の

処
分

禁
止

の
仮

処
分

の
登

記
は

、
「

土
地

登
記

簿
」

の
「

不
動

産
負

担
」

欄
に

次
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

...
..裁

判
所

の
決

定
番

号
...

...
、

レ
フ

ァ
レ

ン
ス

番
号

A
j..

...
 

に
基

づ

き
、

...
...

...
（

氏
名

）
の

所
有

権
の

共
有

持
分

の
処

分
禁

止
の

仮
処

分
を

す
る

（
赤

イ
ン

ク
）
。

刻
印

を
押

し
、

登
記
日

を
記
入

す
る
（

青
イ
ン

ク
も
し

く
は
黒

イ
ン
ク

）。
」

 
 ｃ
 

永
借
権

の
処
分

禁
止
の

仮
処
分

の
登
記

は
、
「

永
借
権

登
記
簿

」
の
「

不
動
産

負
担
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記

載
す
る

。
 

「
...

.年
...

.月
...

.日
付
の

...
...

...
..裁

判
所

の
決

定
番
号

...
...
、
レ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
 
に

基
づ
き

、
永

借
権

の
処
分

禁
止
の

仮
処
分

を
す
る

（
赤
イ

ン
ク
）
。
刻

印
を
押

し
、
登

記
日
を

記
入
す

る
（
青

イ
ン
ク

も

し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
」

 
 ｄ
 

永
借
権

の
共
有

持
分
の

処
分
禁

止
の
仮

処
分
の

登
記
は

、
「

永
借
権

登
記
簿

」
の
「

不
動
産

負
担
」

欄

に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

...
..裁

判
所

の
決

定
番

号
...

...
、

レ
フ

ァ
レ

ン
ス

番
号

A
j..

...
 

に
基

づ

き
、

...
...

...
（

氏
名

）
の

永
借

権
の

共
有

持
分

の
処

分
禁

止
の

仮
処

分
を

す
る

（
赤

イ
ン

ク
）
。

刻
印

を
押

し
、

登
記
日

を
記
入

す
る
（

青
イ
ン

ク
も
し

く
は
黒

イ
ン
ク

）。
」

 
 ｅ
 

用
益
権

の
処
分

禁
止
の

仮
処
分

の
登
記

は
、
「

用
益
権

登
記
簿

」
の
「

不
動
産

負
担
」

欄
に
次

の
よ
う

に
記

載
す
る

。
 

「
...

.年
...

.月
...

.日
付
の

...
...

...
..裁

判
所

の
決

定
番
号

...
...
、
レ
フ

ァ
レ
ン

ス
番
号

A
j..

...
 
に

基
づ
き

、
用

益
権

の
処
分

禁
止
の

仮
処
分

を
す
る

（
赤
イ

ン
ク
）
。
刻

印
を
押

し
、
登

記
日
を

記
入
す

る
（
青

イ
ン
ク

も

し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
」

 
 ｆ
 

用
益
権

の
共
有

持
分
の

処
分
禁

止
の
仮

処
分
の

登
記
は

、
「

用
益

権
登

記
簿
」

の
「
不

動
産
負

担
」
欄

に
次

の
よ
う

に
記
載

す
る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

...
..裁

判
所

の
決

定
番

号
...

...
、

レ
フ

ァ
レ

ン
ス

番
号

A
j..

...
 

に
基

づ

き
、

...
...

...
（

氏
名

）
の

用
益

権
の

共
有

持
分

の
処

分
禁

止
の

仮
処

分
を

す
る

（
赤

イ
ン

ク
）
。

刻
印

を
押

し
、

登
記
日

を
記
入

す
る
（

青
イ
ン

ク
も
し

く
は
黒

イ
ン
ク

）。
」

 
 第

37
 条

：
不

動
産
処

分
禁
止

の
仮
処

分
の
抹

消
登
記

に
つ
い

て
の
土

地
登
記

簿
、
永
借

権
登
記

簿
、
用

益

権
登

記
簿
へ

の
登
記

方
法

 
地
籍

局
が

21
 条

（
民
事

訴
訟

法
第

57
0 

条
、
第

42
8 

条
に

基
づ

く
処
分

禁
止
の

仮
処
分

登
記
の

抹
消
登

記
嘱

託
書

）
に

規
定

さ
れ

た
嘱

託
書

を
受

理
し

た
と

き
は

、
そ

の
処

分
禁

止
の

仮
処

分
の

種
類

に
従

っ
て

登
記

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
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ａ
 

所
有

権
又

は
所

有
権

の
共

有
持

分
の

処
分

禁
止

の
仮

処
分

の
抹

消
登

記
は

「
土

地
登

記
簿

」
の

「
不

動
産

の
負
担

」
欄
に

下
記
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...
裁

判
所

の
決
定

番
号

...
...

.、
リ

フ
ァ

レ
ン
ス

番
号

A
j .

...
、
も
し

く
は

...
.年

...
月

...
日
付

の
処

分
禁
止

の
仮
処

分
決
定

申
立
て

の
取
下

げ
、
ま

た
は

処
分
禁

止
の
仮

処
分
決

定
の
執

行
申

立

て
の

取
下

げ
に

よ
り

、
...

.年
...
月

...
日

付
の

...
...

..裁
判

所
の

決
定

番
号

...
.に

よ
る

...
...

..の
処

分
禁

止
の

仮

処
分

を
抹
消

す
る
（
青

イ
ン
ク

若
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
刻
印

を
押
し

、
登

記
日

を
記
入

す
る
（
赤

イ
ン
ク

）。
」
 

 ｂ
 

永
借
権

又
は
永

借
権
の

共
有
持

分
の
処

分
禁
止

の
仮
処

分
の
抹

消
登
記

は
「

永
借
権

登
記
簿

」
の
「

不

動
産

の
負
担

」
欄
に

下
記
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...
裁

判
所

の
決
定

番
号

...
...

.、
リ

フ
ァ

レ
ン
ス

番
号

A
j .

...
、
も
し

く
は

...
.年

...
月

...
日
付

の
処

分
禁
止

の
仮
処

分
決
定

申
立
て

の
取
下

げ
、
ま
た

は
処
分

禁
止
の

仮
処
分

決
定
の

執
行
申

立

て
の

取
下

げ
に

よ
り

、
...

.年
...
月

...
日

付
の

...
...

..裁
判

所
の

決
定

番
号

...
.に

よ
る

...
...

..の
処

分
禁

止
の

仮

処
分

を
抹
消

す
る
（
青

イ
ン
ク

若
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
刻
印

を
押
し

、
登

記
日

を
記
入

す
る
（
赤

イ
ン
ク

）。
」
 

 ｃ
 

用
益
権

又
は
用

益
権
の

共
有
持

分
の
処

分
禁
止

の
仮
処

分
の
抹

消
登
記

は
「

用
益

権
登
記

簿
」
の
「

不

動
産

の
負
担

」
欄
に

下
記
の

よ
う
に

記
載
す

る
。

 
「

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...
裁

判
所

の
決
定

番
号

...
...

.、
リ

フ
ァ

レ
ン
ス

番
号

A
j .

...
、
も
し

く
は

...
.年

...
月

...
日
付

の
処

分
禁
止

の
仮
処

分
決
定

申
立
て

の
取
下

げ
、
ま
た

は
処
分

禁
止
の

仮
処
分

決
定
の

執
行
申

立

て
の

取
下

げ
に

よ
り

、
...

.年
...
月

...
日

付
の

...
...

..裁
判

所
の

決
定

番
号

...
.に

よ
る

...
...

..の
処

分
禁

止
の

仮

処
分

を
抹
消

す
る
（
青

イ
ン
ク

若
し
く

は
黒
イ

ン
ク
）
。
刻
印

を
押
し

、
登

記
日

を
記
入

す
る
（
赤

イ
ン
ク

）。
」
 

  
第

 8
 款

 
登

記
後
の

手
続

 
 第

38
 条

：
 書

記
官

へ
の

登
記
簿

謄
本
の

送
付

 
書

記
官

の
嘱

託
書

に
基

づ
く

登
記

が
行

わ
れ

た
後

、
地

籍
局

は
、

首
都

／
州

地
籍

局
長

の
「

原
本

と
相

違
な

い
」

旨
の

証
明

付
き

の
土

地
登

記
簿

謄
本

、
ま

た
は

永
借

権
登

記
簿

謄
本

、
ま

た
は

用
益

権
登

記
簿

謄
本

を
作
成

し
、
嘱

託
書
を

作
成
し

た
書
記

官
に
送

付
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
 第

39
 条

：
 更

正
の

嘱
託

書
 

送
付

さ
れ

た
土

地
登

記
簿

謄
本

、
ま

た
は

永
借

権
登

記
簿

謄
本

、
ま

た
は

用
益

権
登

記
簿

謄
本

に
不

備

な
事

項
や

誤
り

や
記

載
欄

の
誤

り
な

ど
の

嘱
託

書
の

内
容

と
異

な
っ

た
登

記
を

見
つ

け
た

場
合

は
、

書
記

官
が

首
都
／

州
地
籍

局
に
対

し
て
更

正
を
さ

せ
る
こ

と
が
で

き
る
。

 
地

籍
局
に

よ
る
更

正
後
は

、
第
３

８
条
を

同
様
に

適
用
す

る
。

 
 

第
 3

 章
 

判
決

、
決

定
、
ま

た
は
和

解
も
し

く
は
請

求
認
諾

の
執
行

名
義
の

効
力
に

基
づ
く

登
記

 
 第

40
 条

：
 判

決
、

決
定

、
ま
た

は
和
解

も
し
く

は
請
求

認
諾
の

執
行
名

義
に
基

づ
く
登

記
 

判
決

、
決

定
、

ま
た

は
和

解
も

し
く

は
請

求
認

諾
の

執
行

名
義

に
基

づ
く

物
権

変
動

の
登

記
に

つ
い

て

は
、

勝
訴

当
事

者
、

又
は

和
解

調
書

も
し

く
は

請
求

認
諾

調
書

を
持

っ
て

い
る

当
事

者
が

、
管

轄
の

当
局

者
に

対
し

て
、

判
決

ま
た

は
決

定
の

正
本

、
ま

た
は

和
解

調
書

も
し

く
は

請
求

認
諾

調
書

に
基

づ
く

執
行

名
義

及
び
そ

の
他
必

要
な
書

類
を
添

付
し
て

申
請
を

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
第

4 
章

 
経

過
規

定
 

 第
41

 条
：

 一
般

的
経
過

措
置

 
本

省
令

適
用

後
、

適
用

前
に

開
始

さ
れ

た
嘱

託
手

続
及

び
民

事
訴

訟
法

に
関

す
る

不
動

産
登

記
手

続
き

に
対

し
て

も
、

本
省

令
を

適
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

適
用

前
に

開
始

さ
れ

た
手

続
に

よ
っ

て
生

じ
た

効
力
は

本
省
令

に
よ
っ

て
妨
げ

ら
れ
な

い
。

 
本

省
令

適
用

の
前

に
出

さ
れ

た
書

記
官

の
嘱

託
書

、
又

は
当

事
者

の
登

記
申

請
で

登
記

未
実

行
の

場
合

は
、

従
前
の

例
に
よ

る
。

 
 第

42
 条

：
 長

期
賃

借
権

に
関
す

る
経
過

措
置

 
２

０
０
１

年
の
土

地
法
に

基
づ
く

長
期
賃

借
権
は

永
借
権

と
み
な

す
。

 
長

期
賃

借
権

に
対

す
る

強
制

執
行

は
、

民
事

訴
訟

法
で

規
定

さ
れ

て
い

る
不

動
産

に
対

す
る

強
制

執
行

に
準

ず
る
方

法
で
行

う
。

 
 

第
5 

章
 

最
終
条

項
 

 第
43

 条
：

 適
用

期
日

 
本

省
令
は

、
署
名

の
期
日

か
ら
起

算
し
て

６
月
後

経
過
後

に
適
用

す
る
。

 
 第

44
条

：
抵
触
法

令
の
廃

止
 

本
省

令
の

適
用

の
日

に
お

い
て

効
力

を
有

す
る

他
の

法
令

で
、

本
省

令
の

規
定

に
抵

触
す

る
も

の
は

、

本
省

令
の
適

用
の
日

か
ら
、

そ
の
抵

触
の
限

度
に
お

い
て
無

効
と
す

る
。
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 ...

...
...

...
...
 

始
審
裁

判
所

 
N

o.
 ..

...
...

...
...

...
...

. 
 

 
 

 
 

 
...

...
...

...
...
、

...
..年

...
...

.月
...

...
日

...
.. 

 
不
動

産
差
押

え
登
記

の
嘱
託

書
 

（
第

7
条

）
 

 
私

、
...

...
...

...
..（

氏
名

）
、

...
...

...
...

..始
審
裁

判
所
の

書
記
官

で
、
下

記
の
よ

う
に
嘱

託
す
る

。
 

 
...

...
...

...
.地

方
の

国
土

管
理
・

都
市
計

画
・
建

設
局
長

殿
（
首

都
／
州

地
籍
局

長
）

 
 件
名

：
...

...
...

...
...

...
.（

所
有

権
ま

た
は

永
借

権
ま

た
は

用
益

権
の

差
押

え
に

関
す

る
嘱

託
）

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

. 
 

a.
 不

動
産

の
表
示

 
 
土

地
番
号

ま
た
は

登
記
済

書
番
号

：
...

...
...

...
...

...
...

...
...

 
 

 所
在

地
：

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

. 
b.

 所
有
者

 
ま

た
は

永
借
権

者
 

ま
た
は

用
益
権

者
の
氏

名
：

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

. 
  

 住
所
：

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
 

c.
 登

記
の

目
的

：
（

項
目

a.
の

土
地

の
所

有
権

ま
た

は
永

借
権

ま
た

は
用

益
権

に
対

す
る

差
押

え
）

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
. 

d.
 理

由
：

...
...

...
...

...
（

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

...
...

...
.裁

判
所

の
強

制
売

却
開

始
決

定
書

N
o.

...
...

...
.）

 
e.

 執
行
債

権
者

氏
名
：

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
. 

  
 住

所
：

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
 

f. 
執

行
債

務
者

氏
名
：

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
. 

  
 住

所
：

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
 

 
 

添
付

書
類

：
 

 
‐

...
.年

...
.月

...
.日

付
の

...
...

...
...

...
..裁

判
所

の
強

制
売
却

開
始
決

定
書
正

本

N
o.

 ..
...

...
...

...
...

.. 
   

 
 

 
 

 
署
名

及
び
公

印
 

  
 

 
 

 
 

 
書

記
官
名

 

別
紙
１

カ
ン
ボ

ジ
ア
王

国
 

国
家

 
宗
教

 
国
王
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